
〈要約〉
本稿では，宇野弘蔵によって「利子論」として再構築された『資本論』第３巻第４・５

篇の理論分野が，どのように山口重克によって「市場機構論」へと転回・整備されていっ

たのかを明らかにする。この際，ポイントは３つの観点の転回，すなわち，１）本質規定

としての原理論から分析基準としての原理論への転回，２）資本一般説的観点から競争論

的観点への転回，３）物神性論的観点から機構論的観点への転回にある。これらの観点の

転回を通じて，流通論の独立化の意義が再度捉え返され，また流通過程の不確定性という

論点が切り出されるとともに，行動論アプローチや分化・発生論といった方法論が明確に
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はじめに

本稿では，山口重克の原理論体系の概観を通

じて，宇野弘蔵によって「利子論」として整備

された理論分野がどのように「市場機構論」と

いう理論分野へと転回・整備されていったのか

を明らかにする１）２）３）。

他の理論分野における研究成果の照会を俟つ

までもなく，商業資本論・信用論・株式資本論

（資本結合論）を包含する「市場機構論」は，

これまではもちろん，近年においてもなお研究

の進展が著しい理論分野である。その際，参照

される代表的な研究のひとつは，山口重克の市

場機構論研究であろう。事実，たとえば商業資

本論についていえば，山口以降の研究は概ね，

山口説との対抗を通じて展開されてきたのであ

り，また信用論・株式資本論にあっても，信用

創造論をはじめとする独自の理論を展開した山

口説の影響は，学派の内と外とを問わず，今な

お強固なものであるといってよいであろう。

以下みていくように，山口においては，それ

以前の研究にあって決して鮮明ではなかった，

分析基準としての原理論，競争論的観点，機構

論的観点など，数々の原理論構築上の視角が明

確に打ち出されることによって，宇野が整備し

たところの「利子論」は新たに「市場機構論」

という理論分野として整備されていくことにな

る。そこではこれらの原理論を構築する諸々の

視角は，さらにそこから演繹的にこれらの視角

と整合する方法論ないしアプローチを導出し，

それをもって商業資本論・信用論・株式資本論

における個々の諸規定もまたそれ以前の研究に

おける諸規定から大きく転換させられることに

なる。いわば上位の視角ないし方法論が下位の

諸規定と強く連動することによって，強固な体

系性が「市場機構論」という理論分野自体に与

えられることになっているわけである。

このような「市場機構論」に対峙する際に肝

要なことは，まずは虚心坦懐にこれまでの研究

史を読み解くことにあろう。「利子論」から「市

場機構論」への転回の経緯およびその背景を概

観しておくことで，現時点において当該理論分

野の研究を推し進めることの意義，そしてそれ

が有する経済学的インパクトの射程を見極める

ことも可能となるのである。

１．分析基準としての原理論

１．１ 本質規定と分析基準
はじめに，山口における市場機構論の体系化

の方向性についてみておこう。山口によれば，

原理論には総じて２つの役割ないし意義が存在

する。ひとつは，「他の社会体制との対比にお

ける資本主義社会の本質規定」としての役割で

あり，またひとつは，「資本主義の発展段階な

いし諸相の特殊性の分析基準」としての役割で

ある４）。

すなわち，前者の「本質規定」としての原理

論とは，「封建社会に対する資本主義とか社会

主義に対する資本主義の一般的規定のこと」５）で

あり，「資本主義の歴史性の証明，あるいは唯

物史観の論証」６），または「社会的生産の本質を

導入されることになる。「利子論」から「市場機構論」への転回は，たんに原理論の一理

論分野における再構築の作業にとどまらず，方法論を含めた原理論体系全体の再構築を促

すインパクトを兼ね備えている。

JEL区分：B２４，B４１，B５１，B５５
キーワード：利子論，市場機構論，分析基準，競争論的観点，機構論的観点
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変革し，新しい形態の社会的生産を企画し，構

築していくさいの比較体制論的な基準」７）として

の役割を指す８）。これに対し，後者の「分析基

準」としての原理論とは，「資本主義の中の特

殊な資本主義を分析する基準」９）のことであり，

「不純で多元的・非自立的な現実の資本主義の

分析基準」１０）としての原理論の側面を指してい

る１１）１２）。

このような原理論の２側面のうち「本質規定」

の側面からではなく，「分析基準」の側面から

原理論を再構築するという視角が山口の市場機

構論の大枠を形づくっている。すなわち，山口

によれば「原理論全体が本質規定としての役割

と分析基準としての役割の二つをもってい

る」１３）のであるが，「本質規定」としての側面が，

「マルクスが求めたことをその延長上において

精密化し，明確化したものであって，宇野の原

理論に独自な側面の問題ではないといわなけれ

ばならないもの」１４）であるのに対して，「分析基

準」としての原理論は，「もともと帝国主義段

階における後進資本主義国の展開をまってはじ

めて要請される性質のもの」１５）であって，「宇野

によってはじめて提起された独自の観点」１６）で

あり，「宇野理論に独自なものである」１７）。

つまり「マルクスにとっては，ドイツ資本主

義もやがてイギリス資本主義のようになる」と

考えられていたため，「資本主義はいわば一つ

しかないのであり，『資本論』は，その一つし

かない資本主義の本質規定なのである」が１８），

「帝国主義段階を経験して，資本主義といって

もいろんな資本主義があるということがわかっ

てきた」１９）ことに対応して，宇野は『資本論』

を特殊な資本主義のその特殊性を分析するため

の基準として，取りも直さず原理論として捉え

直すことを提起した。しかし，宇野にあっては

「分析基準としての使い方は具体的には実はほ

とんど論じられていない」うえに，「分析基準

として利用するという観点から，どの点が，ど

のように再構成されたのかという点も不明であ

る」ため，「このような観点を徹底化して再構

成された場合の原理論はどういうものであるべ

きかを検討し，分析基準としての原理論の完成

度を高めて行くという作業は，今後の課題とし

て残されている」のである２０）。

したがって，「現代の経済原論は本質規定の

他に，このような多様な資本主義の分析基準と

しての役割をも果たさなければならないのであ

り，そのようなものとして構成されていなけれ

ばならない」２１）。「宇野の問題意識なり方法なり

を継承してゆこうとする場合」においては，「分

析用具たらしめる方向で『資本論』の研究とそ

の再構成の作業を進めて行く必要がある」とさ

れているのである２２）。

こうした視角から，「分析基準としての原理

論の完成度を高めようとする作業」は「諸市場

機構論の展開の整備，拡充を図ることでなけれ

ばならない」ことが強調されている２３）。つまり

「本質規定としての役割だけに限定して原理論

を考えた場合には，たぶんそんなに詳しくやら

なくてもいいような問題も，分析基準としての

役割を考えるとかなり詳しくやらなければなら

なくなる」のであって，「分析基準としての役

割を原理論にみようとすることになると，たと

えば競争論にしても，商業資本論にしても，信

用論にしても，あるいは資本市場論にしても，

かなり詳しい分析をして原理的な規定を与えて

おく必要がある」２４）。「原理を分析の基準として

もっていて，それよりこれだけ違うという差の

問題を明らかにするだけではなく，変化の意味

の分析とか，あるいは変化の経済的な動因の分

析に有効な分析武器」２５）としての役割が，山口

の標榜する市場機構論には強く負荷されている

のである。

１．２ 山口市場機構論のポイント
次節以降で詳述するが，ここであらかじめ，

本稿における山口市場機構論の捉え方のポイン

トを示しておこう。第１に，うえでみたように

本稿では，「分析基準」として原理論を再構築

せんとする視角が，山口による市場機構論の体

利子論から市場機構論への転回
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系化を全方位的に決定づけているという見方を

とっている。このような見方は，後述のことか

らわかるように，山口の市場機構論体系におけ

る複数の構成要素が，如何なる場合にも「分析

基準」としての原理論という最大目標をもって

取捨選択されたものであるということから，ま

たこうして選択された複数の構成要素を結束さ

せ，徹頭徹尾体系としての一貫性を与えている

のが「分析基準」としての原理論という視角で

あることから，その正当性を根拠づけることが

できる。「分析基準」という視角は，いわば山

口市場機構論のアルファにしてオメガであり，

この視角に基礎づけられた観点ないし規定のみ

が原理論体系上での存在を許されているのであ

る。

したがって，山口市場機構論の探究において

は，「分析基準」としての有効性を高めるため

に如何なる理論構築がなされているのかという

点が最大のポイントになろう。うえでみたよう

に，原理論が「変化の意味の分析とか，あるい

は変化の経済的な動因の分析に有効な分析武

器」２６）としての役目を負うとするならば，当然

の如く原理論には「変化」ないし「変化の経済

的な動因」を分析しうるような特殊な細工が施

されていなければならないであろう。また，「分

析基準」たりうるには「かなり詳しい分析をし

て原理的な規定を与えておく必要がある」２７）に

しても，これも当然，「変化」ないしその「動

因」の分析を許容しうる範囲での適度な詳細さ

でなければならないであろう。「変化」の分析

を前にして無力な粗雑にすぎる細工や，過度に

詳細を究めた原理的規定はここでは一切要求さ

れていない。原理論の「分析基準」としての射

程伸長の目論みには，むしろこれまで以上に論

理構築上の技巧と禁欲とが要求されるのである。

本稿では，したがって，「分析基準」としての

原理論という視角が山口市場機構論に如何なる

負荷をかけたのかという点に，論述のうえでの

一つのポイントをおいている。

第２のポイントとして，「分析基準」をコア

に据えた体系化は，それと対極をなす「本質規

定」を軸に関連づけることのできるもう一つの

体系との相克を通じて図られていると捉え返す

ことができる。山口による体系化の基本的手順

は，従来説にあって並存していた本来はねじれ

の位置にあるような２つの観点を切り出したう

えで，一方の消極化をもって他方の意義を顕揚

し，それを原理論体系の枠組みに据えるという

手順であるとみうる。たとえば，後述するよう

に，「資本一般説的観点」と「競争論的観点」，

「物神性論的観点」と「機構論的観点」，それぞ

れにおける前者の消極化は明確である。どちら

の観点を消極化し，どちらの観点を取り込むか

の指針となるのが「分析基準」としての原理論

という視角である。

こうした方法によって描出される全体像を俯

瞰すると，一方に「分析基準」としての原理論

という視角と親和性をもつ諸観点ないし諸規定

によって構成される山口固有の体系が存在し，

他方にこうした諸観点ないし諸規定のいわば否

定形の集合として構成される「本質規定」とし

ての原理論という視角を軸にしたもう一つの体

系が存在していることがわかる。それぞれの体

系は，その内部において構成要素間の相互規定

性を有するが，対体系間においては基本的には

相互に排除性をもつと理解しうる。「分析基準」

の肯定形で綴られる山口固有の市場機構論体系

の十全なる理解のためには，否定形で綴られる

もう一つの体系との相克は無視しえない。した

がって本稿では，「分析基準」という視角との

関連にくわえ，「本質規定」をコアに構成され

る，いわば隠れたもう一つの体系との関連にも

注意を払っている。

第３のポイントは，体系内部における構成要

素間の相互的な規定性にある。いうまでもなく，

原理論を構成する諸要素間の論理的整合性は原

理論に必須の条件であるが，山口市場機構論に

あっては，ある一つの構成要素が他の一つの構

成要素と単に直列的に結ばれるというのではな

く，一つの要素が他の複数の構成要素と相互規
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定性をもち，また他の複数の構成要素がそれぞ

れまた複数の構成要素と関連づけられるという

ように，数多の筋交いによって安定性を担保さ

れた構造物と同様の強力な耐震性が，構成要素

間の相互規定性によって生み出されている。ま

た相互的な規定性は，諸観点やアプローチなど

のいわば上位の構成要素間にとどまらず，たと

えば手形期限の規定などの市場機構論末端の構

成要素にまで及んでいるのであって，これらが

連動し単なる「個の集合」を超えた「体系」を

形づくることによって，はじめて「分析基準」

としての有効性が生み出されているのである。

このような「体系」としての連動性という点

に鑑みると，たとえ末端の構成要素の場合で

あっても，その原理的規定に変更を迫ることは，

上位の構成要素の規定ないし内容になんらかの

影響を与えずにはおかない。つまり，末端の構

成要素は上位の構成要素に基づき導出されたと

いう履歴をもちながらも，むしろそれ無しには

上位要素の要件を十二分に満たせないという関

係性を兼ね備えているのであり，したがって細

部の原理的規定への異論は，取りも直さず上位

の構成要素への異論となり，ひいては「体系」

そのものへの異論へと発展する可能性をつねに

有している。「体系」としての整合性を具備す

るには，補正の照準を末端規定のみに絞ること

は許されない。批判はつねに「体系」批判でな

くてはならず，また「体系」批判によってのみ

個別規定の刷新が許されるのである。本稿では，

山口市場機構論の刷新を画策する場合にあって

は，その前提作業として，こうした体系内部の

構成要素間にみられる連動性・相関性をとりわ

け強く意識しておく必要があるとの立場から，

この点の明確化に注力している。

２．競争論的観点

２．１ 流通論独立化の意義
宇野弘蔵は『経済原論』（１９５０・１９５２年）に

おいて，『資本論』の３巻構成に対し独自の３

篇構成を提起した。宇野はまず『資本論』第１

巻「資本の生産過程」の第１篇「商品と貨幣」

および第２篇「貨幣の資本への転化」を「資本

の生産過程」の外部に括り出して第１篇「流通

論」とおき，つづいて「労働過程」から開始さ

れる『資本論』第１巻の第３篇以下と，第２巻

「資本の流通過程」にあたる部分を第２篇「生

産論」として一括したうえで，『資本論』第３

巻の領域を第３篇「分配論」と名付けた。

こうした流通論の独立化とそれに伴う３篇構

成の意義に関しては，これまでも多数の論者に

よってさまざまに解釈されてきたが，山口にお

いては大きく２つの観点から捉えられてい

る２８）２９）。

第１に，流通論の独立化は，「流通形態が社

会的生産を編成しうるためには，社会的生産の

主体である人間の労働力の全面的な商品化とい

う人類史上に特殊な歴史的な事態が根本的条件

として必要であったことを明らかにした」３０）と

捉える観点である。これは宇野における，労働

力の商品化を資本主義的生産の核心と捉える視

角に対応した観点であり，「価値法則の論証の

基点を設定しえた」３１）という点に流通論独立化

の意義を求めることを意味する。またこの観点

は同時に，「資本主義のいわゆる自立の根本的

条件である労働力商品化の歴史的意味を明らか

にしているかぎりで，資本主義の歴史性のいわ

ば核心を明らかにしえている」３２）という点，ま

た「資本主義的生産様式確立の根本条件が明ら

かになったことは，同時に資本主義的生産様式

の廃棄の根本条件を，したがってまたそのため

の運動の基本目標も明らかにした」３３）という点

に流通論独立化の意義をおくものであり，した

がってこの観点は，いわば「本質規定」の側面

における流通論独立化の把握であるとみること

ができる３４）。

第２に，「資本主義社会において社会的生産

を編成する形態になっている流通上の諸形態は，

実は社会的生産にとっては外部的な，まったく
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異質な形態であることを明らかにしている」３５）

という点に流通論独立化の意義を捉える観点で

ある。すなわち，流通論の独立化は「流通形態

のこのような社会的生産にとっての外面性を体

系構成そのものによって明らかに示してみせて

いると同時に，流通形態を生産から独立に展開

することによってこの外面性自体を論証しえて

いる」３６）点にひとつの理論的意義があることが

認められている。

ここで述べられている流通形態の社会的生産

にとっての「外部性・外面性」とは，「技術的

に確定的な連関をもっている生産のいわば有機

的な社会性にたいする異質性を述べたものであ

り，流通関係が流通主体の私的な関係としてと

り結ばれる性格のものであることをとり出した，

商品経済のいわゆる無政府性として現われる個

別性のこと」を指す３７）。それは，「労働力にとっ

ての外面性というよりも，むしろ商品流通上の

私的な関連，個別的な関連をもって社会的な関

連を処理する，そういう個別的な関連の形態」３８）

として規定されている。そして，このような流

通形態の「個別性」を原理論の端緒において明

確にしたという点に，宇野による商品所有者の

想定の意義が見いだされているのである。

こうした流通形態の「個別性」の明確化に流

通論独立化の意義を求める視角は，宇野の提起

した３篇構成の理解の仕方そのものに影響を及

ぼしている。すなわち，宇野における第３篇「分

配論」は，『資本論』第３巻が「資本の生産過

程」と「資本の流通過程」を統一するのに対し

て３９），「流通形態と社会的生産を統一する」４０），

あるいは「「流通論」と「生産論」を統一する」４１）

ものとして位置づけられているのであり，した

がって「宇野の３篇構成と『資本論』の３篇構

成とでは，統一されるものがいわば逆転してい

る」４２）とされる。こうした篇別構成は「資本の

流通過程を資本の生産過程の制約としてとらえ

るのではなく，むしろ商品流通世界における流

通主体の個別的関連の形態を積極的な契機とし

てとらえ，社会的生産をその制約としてとらえ

るという理解」４３）を示している。このことから，

「個別的関係がどういうふうにして社会的関係

を実現していくかということが分配論の中心問

題」４４）であり，「「分配論」は，「流通論」で明ら

かにされた流通形態が「生産論」で明らかにさ

れた資本家的な社会的物質代謝の基本構造を，

諸資本相互の競争を通しながら現実に措定して

いく過程を考察するものである」４５）とされてい

る。

このように，宇野の３篇構成に対して，「流

通主体の個別的関連の形態をこの（流通論と生

産論の――引用者）統一の積極的な契機として

設定する構成がとられていることと対応して，

最終篇の分配論に諸資本の個別性の契機，競争

の契機を積極的に導入する方法上の観点が提起

されている」４６）と捉える視角，つまり「分配論

に競争論的観点をもちこんだ」４７）という点に流

通論の独立化ないし３篇構成の意義を捉える視

角こそが，「「流通論」の独立は，宇野が，『資

本論』を分析基準論たらしめるためには，『資

本論』を完結した体系たらしめなければならな

いという問題意識を動力にして再構成したこと

によるものとみなしうる」４８）という視角と符合

する，山口市場機構論の基礎構造をなすものと

考えられるのである。

２．２ 資本一般説的観点と競争論的観点
うえでみたように，第３篇「分配論」への「競

争論的観点」の導入は，「宇野『原論』の独自

的な三篇構成論，すなわち流通形態論の独立化

と一定の理論的対応をもった成果であったとい

いうる」４９）ものであった。ここでは，この「競

争論的観点」が指示する内容についてみておこ

う５０）５１）。

山口において「競争論的観点」は，これと対

をなす「資本一般説的観点」との対比で論じら

れている５２）。「資本一般説的観点」とは，『資本

論』はマルクスの経済学批判体系のプランにお

ける「（a）資本一般」の範囲内を論じたものに
すぎず，「（b）競争」以下の諸領域は未展開の
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まま残されているとする解釈に対応する。この

観点にしたがえば，『資本論』第３巻は「（a）資
本一般」における「（３）資本」の構成と符合し

た，第１巻「資本の生産過程」と第２巻「資本

の流通過程」を統一するものとしての位置づけ

を与えられるのであり，これにより第３巻の基

本的な視座は，「競争の現実の運動は度外視し，

資本主義的生産の内的編成を理想的平均におい

て示す」５３）という第１巻および第２巻の視座と

通底するものとして理解される。言い換えると，

第３巻は「諸資本の競争的運動の現実的な過程

を対象外の問題として度外視し，諸資本の競争

の結果として社会的生産の均衡的編成が達成さ

れているところをとって，それをいわば静学的

に考察」５４）する領域であるとされるのである。

このことは「資本の個別的運動にそくした考察

が行なわれるばあいにも，個々の資本は，均衡

編成を達成している社会的総体としての産業資

本の平均的可除部分を構成する相互に同質な資

本として，いいかえれば資本一般のいわば代表

単数として設定されている」５５）ことを意味して

いる。

これに対し「競争論的観点」とは，『資本論』

を上述のプランの「（a）資本一般」の範囲に収
まらず，「（b）競争」「（c）信用」「（d）株式資本」
の諸問題，および「�土地所有」や「�世界市
場（と恐慌）」の諸問題までもが導入されてい

るものとする解釈に対応する。この解釈にした

がえば，第１巻「資本の生産過程」と第２巻「資

本の流通過程」の統一は，第２巻第３篇「社会

的総資本の再生産と流通」で考察されたのであ

り，それゆえ第３巻ではこの統一の一般的な反

省を試みることが課題ではなく，現実の諸資本

の運動から出てくる具体的な諸形態を展開する

ことが課題をなす５６）。この点から，競争の結果

としての社会的生産の均衡編成のみを問題にす

るのではなく，「むしろ均衡にいたる過程の不

均衡な関係や，不均衡を均衡化する市場機構な

いし市場組織や動態も考察の対象」５７）とされる

こととなるのである。

要するに「競争論的観点」とは，「旧来の「資

本一般」の方法の制約を取り払い，第三巻を第

一巻，第二巻とは方法的に異質の次元の対象領

域として，すなわち，第一巻，第二巻で明らか

にされた資本主義的な社会的生産を，諸資本相

互の競争をとおしながら現実に措定していく過

程と機構を考察する場として，展開しようとし

ている観点」５８）を意味しており，よって「諸部

門ないし諸資本の不等性は，総過程論という場

の方法的性格から必然的にその考察を要請され

ることになる」５９）６０）。「「競争」は「資本一般」を

措定するいわば現実的な機構的条件としての役

割をになう」６１）ものと解釈されるのである６２）。

以上の２つの観点は，『資本論』第３巻が２

つの異なる方法上の観点を混在させたまま論じ

られていたことに由来するのであるが，山口に

おいては，流通論の独立化の意義が「分配論に

競争論的観点をもちこんだ」６３）という点で押さ

えられていたことからわかるように，「競争論

的観点の導入を徹底化すること」６４）による一貫

した第３巻の再構築が行われている。山口に

あっては，「いわゆる資本一般説的な考え方は，

競争の機構みたいなことはそれほど具体的にや

らなくても，資本一般の規定に必要な限りでや

ればいいという考え方ですが，これは，本質規

定に重点を置いた考え方」６５）であるのに対して，

「経済原論が多様な資本主義の特殊性の分析基

準という意味での経済学の基礎理論であるため

には，「競争」以下の問題の考察を積極的に導

入」６６）しなければならないと考えられているた

め，「競争論的観点が，第３巻の基本的な，そ

して第３巻に独自的な観点といってよい」６７）こ

とが殊に強調されているのである。

このような山口による「競争論的観点」の徹

底化は，第３巻の領域にこの観点を積極的に導

入した宇野の原理論体系に対しても向けられて

いる。すなわち「宇野『原論』にあっても，競

争論的観点は，その分配論を通して必ずしも徹

底して貫かれているとはいえない」のであり，

とりわけ商業資本論においては「産業資本相互
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の競争関係の考察という視角は消え去り，産業

資本は一体となって商業資本と相対するもの」

とされている６８）。このことは「競争論的観点の

徹底化が阻害され，諸資本の現実的過程とその

機構的諸条件を考察するという観点が消極

化」６９）していること，つまり「競争論的，機構

論的観点が消極化してしまっている」７０）ことを

意味しており，「この点に，原理論と段階論と

の関連ないし原理論の分析基準としての具体的

な使い方の考究を困難にしている大きな原因が

ある」７１）というのである。

２．３ 流通過程の不確定性
では，前項の最後に言及された「機構論的観

点」については次節でみることにして，ひとま

ず競争論的観点の積極的導入と関連する「流通

過程の不確定性」という論点についてふれてお

こう。

流通過程の特殊性を不生産的性格としてでは

なく，不確定的な性格として捉える視角は，流

通論の独立化とともに競争論的観点の導入に

よっても明確となった。上述のことから推量さ

れるように，競争の結果としての社会的生産の

均衡編成を，それを媒介する諸過程を捨象した

うえで考察するという資本一般説的観点は，「社

会的生産ないし生産物の実物的関係を重視し，

流通ないし市場は消極的な，単なる形式的ベー

ルのようなものとみる考え方」７２）に対応してい

る。この観点における流通にあっては，「生産

が価値を形成する場であるのにたいして，それ

は形成されている価値を単に実現する場でしか

ないことになり，価値が形態を転換するにすぎ

ない場であるというのが流通の本質規定とされ

る」７３）こととなる。流通は生産と，いわば価値

論的な視角からリンクされるのである。

これに対し，均衡編成にいたる過程そのもの

を考察の対象とする競争論的観点は，「流通上

の個別的関係の意味に注目し，流通ないし市場

の社会的生産の均衡編成にたいする積極的役割

を強調する考え方」７４）に対応している。こうし

た観点における流通は，「社会的な物的生産に

おける不均衡，つまり需要と供給の過不足のあ

る対応関係が，諸価格の変動を通しながら均衡

化し，価格変動と需給の調整が行き過ぎて再び

不均衡化してはまた均衡化するという変動の絶

えない動態的な過程」として解されるのであり，

「そのような流通が，社会的生産の均衡編成を

媒介・措定するという機構上の役割を果たして

いるという観点から，流通の能動的・積極的な

社会的機能を解明するのが流通の原理的研究の

課題」となる７５）。つまり，価値を形成するか否

かを基準とする流通過程の捉え方は，『資本論』

第１・２巻における論理次元と第３巻の論理次

元の区別を無視した流通過程の捉え方であり，

これに対し競争論的観点を徹底化させた場合，

第３巻次元における「個別資本はそのようない

わば実体論的区別には全く関心なく行動す

る」７６）ものとして捉えられる。よって，このよ

うな個別資本の観点からは，流通過程は生産的

か否かではなく，なによりも不確定的性格を帯

びたものとして映るのである７７）。

ではここでいったん，この「流通過程の不確

定性」という近年とくに重視される論点が原理

論において表出してきた経緯を簡単にみておこ

う。発端は，宇野弘蔵による問題提起（宇野

［１９５０・５２］［１９５３］）とこれに対する森下二次

也の疑義（森下［１９６０］）によって開始された

論争，いわゆる「流通費用の資本化」問題に求

められる。これについては本稿第３節第３項に

おいても述べるが，先取り的に要点のみを示し

ておくと，宇野が，産業資本のもとにおいて流

通資本は「生産資本と同様に資本として利潤率

の形成に参加する」７８）のに対して，流通費用に

ついては，一方で「なんらの剰余価値をも生産

せず，単に剰余価値からの控除をなすに過ぎな

い」７９）という意味で不生産的であることから，

他方で「偶然的な，個別的な相違を示す」もの

であり「一般的基準となるものはない」という

意味で不確定的であるということから８０），「一

般に生産資本の追加をなすものとはならな
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い」８１）とするのに対して，森下は，前者の不生

産性という論拠に対し，「流通期間中の生産継

続のための追加資本と流通費用とは，一方を資

本とし，他方を資本ならざるものとするほどに

性質の異なったものであろうか」８２）との疑義を

提出した。

また森下は，「さらに根本的なこと」として，

「資本は剰余価値を生産するが故にそれを利潤

として与えられるものと考えてよいであろう

か」との疑問を投げかけている８３）。「費用価格

なる範疇」と同様に「利潤なるものもまた商品

の価値形成あるいは資本の価値増殖とは無関係

な範疇」であることを宇野は承知しながら，ま

たこれらの範疇を「産業資本の商人資本的一面

をあらわす」ものとしながら，そのうえで「流

通費用に剰余価値の利潤としての分配を認めが

たい」とすることは，「いわゆる産業資本の商

人資本的一面」を「有さないのがむしろ純粋，

本来の産業資本である」との考えに立つことに

なってしまっており，したがって「到底それに

承服することはできない」とされている８４）。そ

して，後者の不確定性という論拠に対しては，

商業資本を捨象した段階における産業資本のも

とにおいても「部門内における個々の資本の競

争」によって，「ある産業部門の流通費用は自

ら平均化の傾向をもたざるをえない」との批判

を行った８５）。

宇野・森下論争は，この後も宇野［１９６３］に

おける反論，森下［１９６５］における疑義の再提

出，宇野編［１９６８a］における再反論と展開さ
れていくが，この間に日高普，山口重克らがこ

の論争に関連する論稿を相次いで発表すること

によって，宇野と森下との争点ならびに流通過

程の独自性が明確にされていく。

日高［１９６３］は，この論争に直接かかわる以

前の商業信用に関する論稿であるが，販売期間

が「個別資本にとって無規定的」であること，

言い換えると「販売期間にとっての問題の真の

困難さ」は，「個別資本にとってはまったく不

確定的」であることが明示されており，流通過

程の独自性をその「不確定性」に求めた先駆的

言及として注目される８６）。

このような見解は，つづく日高［１９６４］にお

いて，「もし二倍の生産費用が投下されたら技

術，したがって資本の構成が不変なかぎり二倍

の生産物が生産されるであろうということは，

だれでも確実に断言することができるのである。

これは生産過程が技術水準によって一義的に決

定されているからにほかならない。けれども流

通過程にはそのような技術的決定はない」８７）と

述べられているように，生産過程と流通過程と

の技術的確定性の相違として明確化されている。

そしてこの点から，「個別資本の流通期間の不

確定性は商業信用からさらに銀行信用を形成」

すること，そして依然として不確定のまま残さ

れる生活資料の流通期間のために必要な流通費

用が「各個別資本から独立し集中される」もの

として商業資本が導出されるという論理に結晶

している８８）８９）。

山口にあっては，独自の信用創造論を展開し

た論稿［１９６１］において，『資本論』を参考し

つつ，「生産期間はともかく，流通過程はたえ

ず偶然的な変動にさらされている」という点，

そしてこの「流通過程の変動には流通期間の変

動と商品価格の変動」とがあるという点が，ま

だ主題的に取り上げられたものではないにせよ

指摘されており，後の論稿で展開される流通過

程の不確定性論の萌芽として注目される９０）９１）。

つづいて，論稿［１９６４a］においては，宇野・
森下論争を正面から取り上げ，宇野による流通

費用の不生産的性格を論拠とする非資本性とい

う議論に対する森下の疑問を敷衍しつつ，「利

潤という範疇は，たとえそれが産業資本の利潤

として，生産論に接続した場所で考察されてい

るにせよ，生産論で明らかにされた剰余価値を

いわば商人資本的な費用価格の範疇で改めて受

けとめ直したものであって，その意味ですぐれ

て商人資本的な範疇である」ことを指摘し，宇

野における「生産論と利潤論の方法上の交錯」

をつくことによって，この不生産性からの論拠
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を批判している９２）。そして同時に，流通費用と

流通資本との間の「いわば代替的な一種の逆相

関の関係」９３）が発見され，産業資本のもとにお

いてもそれらは「流通〔上〕の〔諸〕費用」９４）９５）

として「一体化して一定の機能を果たす」９６）と

いう点が指摘されたことで，宇野・森下論争の

核心をなす「流通費用の資本化」問題そのもの

が，そもそも問題足りえないことが明らかにさ

れたのである。これによって論争の焦点は，流

通過程ないし流通にかかわる諸費用の独自性を，

個別的ないし偶然的に相違し，技術的基準をも

たない不確定的性格をもつものとみるのか，あ

るいは資本の競争の過程で平均化するものとみ

るのかという点に集約，旋回していくことと

なった。

この論稿以降，山口は，流通過程の不確定的

性格をさらに先鋭化させた論理構成を展開して

いく。論稿［１９６７b］では，「流通期間には，
したがってまた流通費用にも，自然的，技術的

基準があるわけではない」９７）ということが，「流

通過程の不確定性」９８）という用語で表現されて

いる９９）。またここでは，商業資本が「個別的な

流通過程を必ずしも全面的に「一手に引受ける」

ものではなく，したがってその「不確定性」を

全面的に「確定化」しうるわけでもない」とい

うことが「商業資本の機能の一つの限界をなし，

かかる「不確定性」をさらに「確定化」するた

めに信用関係の展開を要請することにもなる」

とあるように１００），産業資本における流通過程の

不確定性による制約の解除要請が起点となって，

商業資本や信用機構といった諸市場機構が展開

されていくといった，［原論］において全面的

に披瀝される論理構成がすでに打ち出されてい

る。

つづいて論稿［１９７１a］では，商業信用の個
別資本にとっての意義として，与信資本がこれ

を利用することによって「販売過程の不確定的

な変動に備えた準備貨幣資本を確定化して節約

しうる」１０１）ことが挙げられているように，商業

信用および流通過程の不確定性ならびに産業資

本の準備機構のあり方が関連づけられている。

また，商業信用論から銀行信用論への展開にお

いても，「商業信用はまたそれに特有の不確定

的な種々の費用――たとえば信用調査費用や債

権取立費用や不渡り準備金など――を必要とす

るのであり，それも条件によっては外的資本に

委譲して節約したり確定化したりしようとする

要請の対象となる」１０２）とあるように，流通過程

の不確定性を基礎においた上述の商業資本論か

ら信用論への展開方法を，さらに信用論内部に

おける商業信用論から銀行信用論への展開にも

一貫して適用する視角がうかがえる。

次に，論稿［１９７３a］にあっては，「流通過程
にかかわる利潤率の規定要因には確定的基準が

ない」という点から，「資本が諸部門の利潤率

の比較を行ないながら投資部面を選択する際に

は，それらは度外視されるとしなければならな

い。つまり，個別的・偶然的諸事情に規定され

る流通上の諸資本，諸費用を分母，分子から除

外して算定される利潤率が選択行動の基準とな

る」とされており１０３），後に「基準利潤率」とし

て定式化される個別諸資本の行動原理が論じら

れている。これは，利潤論における流通上の諸

費用の捨象という方法をめぐる「流通費用の資

本化」問題を，流通過程の不確定性という観点

から新たに捉え直すことによって提示されたロ

ジックといってよいであろう１０４）。

つづく論稿［１９７６b］では，価値形成的労働
の要件が「その労働が社会的生産の一環を担当

するものとしての資本による商品生産の過程で

行われるものであり，かつその質が単純労働化

している」１０５）という点をもって規定される。こ

れは宇野が「保管，運輸の費用があらゆる社会

に共通する限り価値を形成する」というのは，

「単にあらゆる社会に共通するものとしていっ

ているわけではない」，それらが「一定の労働

と資材とを要するから」であるとする点をさら

に発展させた規定である１０６）。これによって，投

入と産出ないし成果との間の技術的確定性の有

無こそが価値形成的か否かの基準として取り出
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され，また宇野において不生産性と不確定性の

二面で説明されていた流通費用の非資本性の論

拠も，不確定性による説明に一本化されたとい

えよう１０７）。

さらに論稿［１９７８b］では，これまで競争論
（総過程論・分配論）レベルを中心に論じられ

てきた流通過程の不確定性という視角が，流通

論レベルにまでくり上がって導入されている。

これは，流通を単に「価値の円滑な，いわば自

働的な形態転化の過程として表象」するのでは

なく，「販売の不確定性ないし価格変動の問題」

こそを流通問題の主題とみる視角に基づくもの

であるといえよう１０８）。この点に関し最も象徴的

であるのは，「流通費用は，「資本の流通過程」

論の展開をまつことなく，流通の本源的規定の

場としての流通論のなかで，まずその本源的規

定が与えうるし，また与えなければならない」１０９）

として，流通費用を規定する論理段階を流通論

へと前倒ししたことであろう１１０）１１１）。くわえて貨

幣論レベルにおいて，流通の不確定性への対処

行動として蓄蔵貨幣ないし支払手段が捉え返さ

れていることも，流通論への「流通過程の不確

定性」導入の成果であるといえよう１１２）。

２．４ 行動論アプローチ
すでにみたように，分析基準としての原理論

という視角からは，流通論独立化の意義は流通

形態の「個別性」を明らかにしたという点にお

かれていた。山口のこうした個別主体の観点を

重視する研究当初からの視角は，論稿［１９８４e］
において「行動論アプローチ」とよばれる展開

方法のもとに結実する１１３）１１４）１１５）。

行動論アプローチとは，「「論理的な演繹の過

程にも，主体の欲望・行動的側面を重視」」１１６）す

る，「商品所有者，貨幣所有者，資本家といっ

た個別的な流通主体の個別的な行動様式にそく

した」１１７）アプローチのこと，つまり「流通主体

の意識と行動を強調するアプローチ」１１８）のこと

を指す。山口によれば，「宇野は，行動論アプ

ローチを事実上『原論』の流通論と分配論の展

開の基軸に据え」ており１１９），価値形態論におけ

る商品所有者の想定はこのアプローチを端的に

示すものであった。しかし「宇野の流通論は全

体として冒頭商品の論理的，演繹的自己展開で

あるという性格を拭いがたくもって」おり，「必

ずしもこの行動論アプローチに徹していないと

ころに問題を残している」とされている１２０）。

すなわち第１に，宇野の流通論は「一面で個

別的流通主体の行動にそくした理論展開」を採

用しながら，「同時に他面でいわゆる「復元力」

という難解な展開動力を冒頭商品にあらかじめ

埋め込むという方法をとっている」ことに問題

がある１２１）。この「復元論」とは，貨幣発生を例

にとれば，「貨幣が現実に存在しているのは存

在する合理的な根拠があるからである」と考え，

「このあるべきものがないという無理，あるい

は到達点ないし完成態と対比してみた場合の不

十分性を動力にして，貨幣を復元的に展開しよ

うという考え方」を指す１２２）。宇野のように「復

元力を動力にして論理を展開することは，商品

経済の論理を超えた分析者自身の論理ないし要

請を展開しているにすぎないことがありう

る」１２３）のであり，この点に問題があるとされる。

この「復元論」は，論理展開の行き先があらか

じめ第三者によって設定されているという意味

で，行動論アプローチと対蹠をなす「行く先論

アプローチ」の一種である。山口にあっても「原

理論が行動論アプローチだけで展開されるべき

であると考えているわけではない」１２４）とされて

いるが，「行動論と相補的に組み合わせるにし

ても，行く先論の役割はかなり厳重に限定され

るべきである」１２５）との注意が促されている１２６）。

第２に，「商品論における商品所有者につい

ての宇野の規定が行動論的に必ずしも明確に

なっていない」１２７）点に問題がある。すなわち，

宇野にあっては「商品所有者を商品の人格化と

し，資本家を資本の人格化としたマルクスの当

事主体の規定の仕方をそのまま受け継いだ」側

面が残されているため，「経済的諸関係の物化

形態としての商品，貨幣，資本の規定が先行し
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て与えられ，それぞれの所有者はそれらの担い

手という意味での人格化でしかない」ことにな

る１２８）。このことは「それぞれの所有者の意識と

行動は，それとは独立に，それに先行して措定

されている物化形態の論理に規定された，その

規定性の範囲内のものでしかない」１２９）ことを意

味しており，これによって流通主体の経済人的

な行動原則に則った行動も，「たとえばいっせ

いに同一方向に動くといった同質的な行動」１３０）

として措定される他ないこととなる。つまり，

流通主体の「人格化」規定は，個別流通主体を

相互に均質なものとして扱う資本一般説的観点

に対応した規定であり１３１），したがってこの規定

にとどまるならば，個別流通主体の行動の不均

質性ならびに「個別流通主体によって構成され

ている商品流通世界に独自の無政府性，不確定

性が鮮明にならない」１３２）という問題が残ること

が示されている１３３）。

以上のように，宇野の行動論的視角に依然と

して残されていた問題点を摘出した山口にあっ

ては，流通論ならびに競争論（総過程論・分配

論）は，当事主体の不均質で不確定な行動を動

力にして展開される領域として位置づけられて

いる。流通論は「商品所有者，貨幣所有者，資

本家がそれぞれ流通主体として行動するさいの

行動様式とその基準を明らかにし」，競争論は

流通論におけるこの「個別主体論の成果を前提

にしている点で，両者は理論的な対応関係にあ

る」１３４）。つまり，流通論独立化による競争論的

観点の競争論へのもち込みには，「行動論」ア

プローチのもち込みが含意されていたわけであ

る。

こうした流通論および競争論における行動論

アプローチの徹底は，山口においては必然的に，

両領域における個別主体ないし当事者の観点か

らの，社会的ないし分析者の観点の離床へとつ

ながっていく１３５）。この点を市場機構論について

みてみると，この領域は大別して２つの内容か

ら構成される１３６）。ひとつは，「当事者次元の問

題が扱われる部分であり，そこでは流通当事者

ないし生産当事者である個別資本（家）の意識，

動機にそくしてその行動が追跡され，当事者の

目的との関連でその結果が考察」１３７）されている。

もうひとつは，「観察者ないし分析者次元の問

題が扱われる部分で，当事者の意図しない社会

的結果ないしその資本家社会的意義が考察」１３８）

されている。

これを市場機構論の展開に沿って具体的に示

すと，前者は「個別産業諸資本の利潤率増進行

動を動力にして，その効率化機構として当該市

場機構の分化発生の論理を解明し，この機構の

個別諸資本の競争的増殖と蓄積にとっての意義

と限界を確定する」部分であり，対して後者は

「当該機構が個別資本の増殖と蓄積にとって果

す役割が社会的生産編成にとってどのような意

義をもっているかを考察する」部分となる１３９）。

個別的観点と，個別の「意図せざる結果」とし

ての社会的観点というこのような「二分法的ア

プローチ」１４０）は，社会的結果をあらかじめ個別

主体に埋め込むことによって展開の動力を確保

しようとする「行く先論」的なアプローチを厳

しく戒め，個別主体の意識と行動になにより展

開の動力を求める「行動論」アプローチに対応

した，山口における分析基準としての原理論か

らの当然ともいえる帰結であったといえよう。

３．機構論的観点

３．１ 物神性論的観点と機構論的観点
山口によれば，宇野の利子論には大別して２

つの展開軸が存在する。第１に，産業資本の利

潤率増進活動におけるさまざまな制約を解除な

いし緩和し，利潤率の増進をさらに促進するた

めの補足的機構の展開を考察する，「機構論的

観点」に基づく展開軸である１４１）１４２）。

すなわち，宇野は『資本論』を独自に再構成

し，利子論の端緒を産業資本における遊休資金

の相互融通関係を基礎とする信用論においたの

であるが，このことは「産業資本の増殖と蓄積
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のための金融の機構としての信用制度を，資本

の物化形態の議論から分離し，機能論として純

化して展開している」１４３）とみることができる。

したがって「利子論を信用論から出発させるこ

と」は，「利子論の中に機構論的観点を自覚的

に，積極的に導入しようとしたことを意味する」

と捉えることができる１４４）。こうした「機構論的

観点」による利子論の整序は，つづく商業資本

論においても「産業資本の「剰余価値の生産増

加に寄与する」という実質的な機能に着目して

銀行資本との異同が問題にされ，「利潤率均等

化に重要な機構的条件をなす」側面が考察され

ている」点で通底しているとされる１４５）。

しかし，宇野の利子論には，「資本主義的生

産の物神崇拝的性格が次第に完成して行く過程

を展開しようとするもう一つの軸」１４６）が機構論

的観点と分かち難く交錯している。第２の「物

神性論的観点」に基づく展開軸である。

すなわち，宇野の理論体系においては「商業

資本論の途中で，機能論からいわゆる倒錯性の

問題に主題が転ずることになり，それを媒介に

して物神性の完成形態としての「それ自身に利

子を生むものとしての資本」が展開されて原理

論体系が終結することになっている」１４７）。この

ことは「機構論的観点」が実質的に放棄されて

いることを意味しており，したがって「商業資

本によって担当される商品市場機構についての

考察は不徹底に終わり，資本市場機構の原理的

考察にいたっては皆無という状態で終わること

になっている」１４８）のである。

こうした宇野の利子論における「機構論的観

点」と「物神性論的観点」の２つの展開軸は，

前者が「分析基準」および「競争論的観点」に，

そして後者が「本質規定」および「資本一般説

的観点」にそれぞれ対応している１４９）。すなわち，

物神性論的観点による総括は，「資本主義社会

は表面的には無階級の社会であり，商品形態で

全面的に覆われている，しかし経済学的に分析

すると実は階級社会であるということ」１５０）を明

らかにするという，本質規定としての側面にお

いて原理論の役割を捉える視角に対応しており，

したがって，宇野の分配論の展開における競争

論的観点および機構論的観点の消極化は，分析

基準としての原理論の役割が後退しているとい

うことを意味しているのである。

これに対して，山口にあっては，「物神性が

完成するという形で原理論が終わっているとい

う終わり方というのは，現状分析に使うための

基準としてはどうも考えにくい」１５１），「分析基準

としての原理論の完成度を高めようとする作業

は，……諸市場機構論の展開の整備，拡充を図

ることでなければならない」１５２）とされている。

この点から，物神性論的観点が資本主義の階級

性によって原理論体系を総括するのに対して，

「原理論がそれまで展開したいろんな機構の道

具だてを全部ぶちこんだ景気循環論で終るとい

うのは，一番理想的」１５３）であり，これであれば

「分析トウールとして完成する。機構論の終わ

り方としては非常に明快だと思う」１５４）とあるよ

うに，山口における分析基準としての原理論と

いう視角は，景気循環論による原理論の総括に

帰結している。そして，このような山口の分析

基準という視角に基づく機構論的観点からの利

子論（市場機構論）領域の純化作業は，後述す

るように，商業資本論と信用論の体系構成上の

位置関係の決定に影響を及ぼし，またこの領域

における展開方法として「分化・発生論的方法」

を要請することとなるのである。

３．２ 分化・発生論的方法
ここまで，分析基準としての原理論という視

角が，競争論的観点および機構論的観点の徹底

化を要請することをみてきた。以下では，これ

らの観点をふまえて構成される市場機構論の展

開方法とされている「分化・発生論的方法」に

関して，これが如何なる内容のものであるのか

を，ひとまずこの方法が確立されていく過程に

沿ってみていきたい１５５）。

「分化」という用語は論稿［１９６４a］以降，そ
の多くは「分化独立」という用語で使用されて

利子論から市場機構論への転回
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いるのであるが，これが「分化論」あるいは「発

生論」というように明確に方法論として提示さ

れたのは，論稿［１９７６a］が最初となる１５６）。こ

こでは『資本論』第３巻第４篇第１６章でみられ

る，産業資本における商品資本の機能が独立し

たものとして商業資本を捉える方法のこと，言

い換えると「商業資本を産業資本の一部分形態

が転化・独立したものとみる考え方」，あるい

は「商業資本を産業資本の外部に単純に追加的

に対置する方法ではなく，産業資本の中からそ

の一部を転化させて設定する方法」のことが，

「分化論とでもいうべき一種の発生論の方法に

よる展開」または「分化論的ないし発生論的で

ある」と把握されている１５７）。このような展開方

法は，「産業資本と，現実にはその外部に同時

的に並列して運動している商業資本との間に，

発生論的叙述を通して論理的な序列をつけ，そ

のことによって両者の機構的関連を立体的に構

成する方法としての意義をもつ」のであり，し

たがって「商品経済的な諸要因だけで商業資本

の分化が説明できれば，商業資本は，産業資本

に外的に対立していても，産業資本自身の内部

的機構であることが論証されたことになる」と

同時に，「産業資本の歴史的前提としての「商

業資本が資本主義的生産の発展が進むにつれて

産業資本に従属」し，「生産的資本の代理者」

に転化してゆく歴史的過程の意義の分析にも理

論的基準が与えられる」というのである１５８）。

ただし『資本論』にあっては，「個別資本に

たいする関心がまったくない」，あるいは「個

別資本と社会的総資本の区別に関心がなく，そ

のために展開の動力と結果の区別に関心がなく

なっている」ため１５９），「分化論として決して十

分な展開になっているわけではない」１６０）。「商業

資本を産業資本の一部分形態が転化・独立した

もの」と捉えるにしても，個別産業資本の立場

からのどのような動因によってこうした「転

化・独立」が生じるのかについては正面から論

じられておらず，むしろ分業・専門化の結果に

よる流通上の諸費用の節約や流通期間の短縮な

どの社会的結果を「転化・独立」の動因に据え

ることになってしまっているのであり，このよ

うな展開の動力とその意図せざる社会的結果の

混同は結局のところ，諸資本の競争を範囲外の

問題とする「資本一般説的観点」に対応したも

のであるとされている１６１）。このような批判から

は，「分化論」ないし「発生論」が，その端緒

から「競争論的観点」に対応した方法論である

と同時に１６２），個別資本の意識ないし動機を展開

の動因として重視する「行動論アプローチ」に

基づく展開方法であるということがみてとれよ

う。

次に，論稿［１９７６c］においては，「発生論」
の流通論レベルにおける適用，ここでは資本形

式論における適用が示唆されている。すなわち

山口によれば，『資本論』第２巻第２篇「貨幣

の資本への転化」の第１節「資本の一般的定式」

では，「転化」という語を用いながらも，実際

はW―G―Wと G―W―Gを単に形式的に比
較し，後者の G―W―Gという過程の「完全な
形態」として G―W―G´を導出しているにすぎ
ない。ここではW―G―Wと G―W―Gとの
論理的な関連が「発生論的に考察されるわけで

はない」のであって，「商品流通の中からどう

して G―W―Gという流通形態が展開されるこ
とになるのか」という問題は「不問に付された

まま」であるというのである１６３）。

ここではひとまず２つの点に注目しておきた

い。ひとつは，うえでみた論稿［１９７６a］でも
同様であったのであるが，「発生論」という方

法が「転化」という用語と併せて用いられてい

る点である。実際この論稿でも「転化の意味」

という項目が設けられ１６４），その文脈で「発生論」

という用語が使用されている１６５）。この「転化」

と「発生論」との関連については後述する。

もうひとつは，宇野が資本形式論における商

人資本的形式から金貸資本的形式への展開動力

を利潤率均等化に求めている点１６６）を取り上げ，

「個別的な流通主体の個別的な関連の形態であ

る流通形態の展開は，あくまで個別的な流通主
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体の要請が動力となると考えられるべきもので

あり，結果としての社会的関係は，展開の動力

たりえないのではないか」との疑義を提出して

いる点である１６７）。この点についても論稿［１９７６

a］で同様のことが述べられていたのであるが，
このことは「発生論」が「行動論」に基づく方

法であることを示しているだけではなく，流通

論レベルにおいても同様に「行動論」に基づく

「発生論」が貫徹されることを示すものと捉え

ることができよう。

つづいて論稿［１９８０a］では，「『資本論』に
はその論理的な展開の方法として一種の発生論

的方法がとられているところが随所にある」と

して，はじめに価値形態論が取り上げられ，「貨

幣形態の発生」の論証の前段をなす，「簡単な

る価値形態」から「拡大された価値形態」なら

びに「一般的価値形態」への「移行」が，「一

種の発生論的論理」として捉えられている１６８）。

次に，第１巻第２篇「貨幣の資本への転化」を

はじめ，第３巻の全７篇のうち４篇の表題にみ

られる「転化」といった論理も「一種の発生論

的論理とみてよい」とされており，ここでもま

た流通論と市場機構論の展開方法の共通性が示

唆されている１６９）。さらに，第３巻第１６章「商品

取引資本」において，産業資本から「派生ない

し分化」したものとして商業資本を捉える方法

に関しても，「このような派生ないし分化とい

う説き方も発生論的方法といってよい」とされ

ている１７０）。

また，これら『資本論』の論理展開にくわえ，

貨幣資本家と機能資本家との関係を利子生み資

本論の展開の出発点として設定する『資本論』

に対し，個別産業資本が相互に展開する商業信

用関係を利子論の出発点に据えた宇野による展

開方法も「一種の発生論としての分化論的方法」

として捉えられており，商業資本論のみならず

利子論（信用論）においても「発生論」あるい

は「分化論」といった方法が適用されるべきこ

とが示されている１７１）。

つづく論稿［１９８１］では，「発生論的方法」

の「分析基準」としての意義が強く打ち出され

る。うえでみたように，山口は宇野の利子論の

展開方法を高く評価しているのであるが，ここ

ではこのような，現実的には同時的に並存し運

動している銀行資本や貨幣市場を「それらが存

在していない状態から出発し，諸個別産業資本

の，あるいは諸個別銀行資本の競争関係を通し

て，それらに内在する機能の一部が外化して独

立するという方法」が「競争論的な発生論の方

法」との呼称に集約され，この方法の理論的な

利点として，「諸機構間の関係に生じる構造的

な変化，発展を分析しようとするさいに有効な

分析基準としての意味をもつ」という点が挙げ

られている１７２）。

すなわち，「同時的に並存している諸資本な

り諸機構なりを，単に横の関連をもつものとし

て考察する」といった「共時的な構造論」にあっ

ては，「一般的にいって一定の構造を構成する

諸要因の同時決定的な連関関係の分析には役立

つとしても，構造そのものの変化の要因なり動

力なりの分析には，あるいは変化の意味の解明

には無力とみなければならない」のに対して，

「発生論的に構成された構造論」の場合は，「構

造変化そのもののメカニズムを分析でき，した

がってまたさらには，将来の変化の方向の予測

とか，あるいは意図的に変化を作り出そうとす

る場合の結果の予測なども可能な用具としての

利点をもつ」１７３）。要するに，「分析基準にしたい

ために発生論的に構成する」１７４）という点が示さ

れているわけである１７５）。

次に，論稿［１９８３b］では，「資本形式論」
と「市場機構論」との関連が，「商人資本的形

式と金貸資本的形式は，一方では産業資本の一

面をなすと同時に，他方ではその側面が商業資

本，銀行資本として分化独立して，産業資本の

利潤率増進活動を効率化する機構を組織するも

のとなる」という記述によって示唆されてい

る１７６）。論稿［１９７６a］で述べられていた，諸機
構を「産業資本の一部分形態が転化・独立した

ものとみる考え方」，あるいは「産業資本の中

利子論から市場機構論への転回
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からその一部を転化させて設定する方法」とい

うのは，これに鑑みるに，単一側面しかもたな

い産業資本の一部分が商業資本ないし銀行資本

として分化するというのではなく，商人資本的

形式と金貸資本形式の両側面を内的に併せもっ

た，また実質的にも機構分化の後と異なり，市

場機構論の端緒においては生産過程のみならず

流通過程をも全面的に担当しているという意味

では，いわば「広義の産業資本」とでもよびう

る資本の内的側面が商業資本ないし銀行資本と

して分化独立するということを含意していたこ

とがわかる。

ただし，ここでいう，産業資本の商人資本的

ないし金貸資本的形式としての側面の商業資本，

銀行資本としての分化独立という見方が，「流

通形態としての産業資本の流通上の機能」の「分

化独立」１７７），あるいは「産業資本の内的契機の

分化」１７８）と述べられていることと同一の内容で

あるかどうかは定かではない。

次いで，１９８４年の著作［金融］においては，

これまで「分化論」あるいは「発生論」とよん

できた内容が，用語上，「分化・発生論的方法」

としてはじめて提示される１７９）１８０）。山口によれば，

原理論は「資本ないし商品経済のその外部世界

にたいする分解力をそれ自体として構造化して

示したもの」であるが，「この分解力は同時に

外部世界にぶつかって反作用を受け，そのこと

によって自らの構造を変化させるのであるから，

この構造の原理は，そのような外的要因の反作

用を受けとめて発展，進化することが説けるよ

うな構造の原理として構成されていることが望

ましい」のであって，「分化・発生論的方法は，

このような要請にこたえる意味を持つ」とされ

る１８１）。

また，ここでは「銀行資本の成立の問題」に

ついて，分化・発生論的方法による展開は「未

着手のまま」であるとされており１８２），この点は

後に［原論］において，商業資本と銀行資本と

の系譜的な関連性が指摘されることに照らし合

わせると，「分化・発生論的方法」はその用語

の出現と同時に，資本の系譜的な分化・発生を

含意していた可能性があると考えられなくもな

いであろう１８３）。

さらに，論稿［１９８４e］に至っては，「行動論
的・発生論的アプローチ」１８４）との記述があるよ

うに，発生論が「商品所有者，貨幣所有者，資

本家といった個別的な流通主体の個別的な行動

様式にそくした」アプローチ＝行動論のもとで

理解されるべき方法であることが示されてい

る１８５）。これについては，既述のように，ここで

新たに提示されたわけではなく，これまで実質

的に論じられていたものを川合［１９７７］の用語

に，それが「有用である」１８６）ということから重

ねて，お色直しを済ませ提示されたものといっ

てよい。

よって，ここでみておくべきことは，［金融］

において「未着手」とされていた「資本結合の

形成の問題」の「分化・発生論的方法」による

展開が１８７），「試論」１８８）としてではあるが提示され

ている点であろう。ただし，この「試論」が展

開されている第４節「資本と資本家」は，著書

〔価値〕に収録される際，理由は定かではない

が全文削られている。

最後に，１９８５年の［原論］では，以上のこと

をふまえ，分化・発生論的方法が第１篇「流通

論」ならびに第３篇「競争論」第２章「競争の

補足的機構」において十全に展開されている。

第１篇「流通論」では，第１章「商品」論の課

題が，「商品所有者の価値表現（交換要求）行

動を通して貨幣の存在の論理的根拠を行動論的，

発生論的に示す」ことにあるという点から明ら

かなように１８９），「資本家と資本は貨幣所有者と

貨幣を前提し，貨幣所有者と貨幣は商品所有者

と商品を前提する」だけでなく，それぞれ前者

の関係は「同時に後者の特殊な一関係としてそ

の内部から分化・発生してくるという立体的な，

有機的関連にある」ことが示されている１９０）。ま

た，第３篇第２章「競争の補足的機構」におい

ては，「産業資本はその利潤率増進活動を補足・

促進するための機構をそれ自身から派生させる
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が，それに機能上の限界がある場合には，さら

にその限界を打開する別の機構にたいする要請

が生じ，それに応じるものとしての機構が新た

に派生することになるという分化・発生論的方

法」による一貫した展開が行われている１９１）。山

口における分化・発生論的方法は，ひとまずこ

れをもって一つの完成形に到達したといってよ

いであろう１９２）。

以上，いったん，山口の分化・発生論的方法

の構造をいくつかの要点に分けて整理しておこ

う。

第１に，分化・発生論的方法が適用される理

論領域は，流通論ならびに市場機構論であると

いうことである。このことは，A）流通論と市
場機構論の両領域は，分化・発生論という一つ

の方法をもって解き明かされるような同一ない

しは近似的な構造を有しているということ，B）
このことの裏返しとして，流通論ならびに市場

機構論を除くその他の理論領域は，構造が流通

論および市場機構論とは本質的に異なっており，

それゆえ分化・発生論とは異なる方法をもって

展開されるということ，C）流通論と市場機構
論の両領域が如何なる関係にあるのかという点

が問われなければならないということ――以上

の点を含意している。

つづいて第２に，分化・発生論という方法は，

山口の記述を辿る限り，複数の展開の論理が「発

生」といういわば上位の論理に包含されること

によって成立しているものと考えられる。この

ことはつまり，A）分化・発生論は，単純に字
義通りに「分化」という論理と「発生」という

論理との結合によって成立している方法ではな

く，B）「発生」という論理の「一種」として
把握可能な，「移行」「転化」「派生ないし分化」

という流通論・市場機構論にまたがる複数の論

理が，「分化・発生論」という用語に集約され

ていることを意味しているのであり，C）この
ような複数論理の均一化によって，流通論およ

び市場機構論の両領域に共通の方法として分

化・発生論が採用される素地が形成されている

という推察を許している。

さらに第３に，分化・発生論的方法は，構造

自体の変化の要因ないし動因を分析するための

用具を拵えるべく要請された方法論であるとい

うことである。この点について再度引用によっ

て示しておくと，A）「共時的な構造論」の場
合は，「一般的にいって一定の構造を構成する

諸要因の同時決定的な連関関係の分析には役立

つとしても，構造そのものの変化の要因なり動

力なりの分析には，あるいは変化の意味の解明

には無力とみなければならない」のに対して，

B）「発生論的に構成された構造論」の場合に
あっては，「構造変化そのもののメカニズムを

分析でき，したがってまたさらには，将来の変

化の方向の予測とか，あるいは意図的に変化を

作り出そうとする場合の結果の予測なども可能

な用具としての利点をもつ」とされる１９３）。また，

C）原理論は，「資本ないし商品経済のその外
部世界にたいする分解力をそれ自体として構造

化して示したもの」であるが，「この分解力は

同時に外部世界にぶつかって反作用を受け，そ

のことによって自らの構造を変化させるのであ

るから，この構造の原理は，そのような外的要

因の反作用を受けとめて発展，進化することが

説けるような構造の原理として構成されている

ことが望ましい」のであって，「分化・発生論

的方法は，このような要請にこたえる意味を持

つ」とされている１９４）。

第４に，分化・発生論は，「行動論」に基礎

をおく方法論であるということである。このこ

とは，A）分化・発生論は，個別的な経済主体
が展開の端緒におかれる方法論である，B）展
開の動力としての個別主体の意識や動機のうち

に「意図せざる結果」は入り込まない，C）流
通論と市場機構論は同じく「行動論」に基礎を

おく分化・発生論をもって展開される領域であ

る――以上の点を含意している。

利子論から市場機構論への転回

45



３．３ 体系構成をめぐって
■体系構成の転換

すでに述べたように，機構論的観点に基づく

原理論の終結規定は景気循環論におかれたわけ

であるが，このことは商業資本論と信用論の体

系構成上の位置関係の決定問題を通じて明らか

にされたものとみることができる。実際，この

体系構成上の位置関係をめぐる問題こそが，山

口が研究当初から主題的に取り上げていた論点

であり，振り返ってみると，この問題に決着を

つけることこそ市場機構論が分析基準として武

装化するための必須の条件であったと考えられ

る。

『資本論』第３巻は，商業資本論→利子生み

資本論→信用論という順序立てをもつのである

が，宇野はこれに対し，商業資本論を利子論の

内部において，信用論（「貸付資本」論）と利

子生み資本論（「それ自身に利子を生むものと

しての資本」論）との間に据えて論じるという

新たな体系構成を提示した１９５）。このような宇野

における体系順序の変更の論拠は，山口にした

がえば，「形態論的観点」からのものと「機能

論的観点」からのものとに大別される１９６）。

前者の「形態論的観点」からの論拠は，主と

して宇野［１９５０・５２］［１９５３a］においてみられ
る。すなわち，産業資本のもとでは，価値を形

成しないという意味で不生産的あるいは個別

的・偶然的に相違すると意味で不確定的である

という理由から資本に算入しえず利潤を要求し

得ない流通費用が商業資本のもとで資本化する

には，「実質的には，商業によってかかる流通

費用が節約され」なければならないうえ，「形

態的にはその前提として貨幣が貸付資本として

一般化されることを必要とする」という観点で

ある１９７）。

これに対し，後者の「機能論的観点」からの

論拠は，宇野編［１９５５］においてはじめて提起

され，主として宇野［１９６２］［１９６４］において

展開されている。すなわち，商業資本と貸付資

本ないし銀行資本は「流通費用の節約による剰

余価値の生産増加をなす」という点で「同じ役

目を有する」ものであるが１９８），商業資本は「こ

の信用による節約をさらに一歩進めるもの」１９９）

として展開される必要があるとする観点である。

こうした２つの観点からの論拠の説明は，宇

野における流通費用の非資本性の根拠の把握が

不生産性から不確定性へと大筋で推移していく

ことに伴って，前者の観点の消極化を通じた後

者の観点の前面化へと次第に移行していったの

であるが，いずれにせよ，貸付資本論（信用論）

→商業資本論→それ自身に利子を生むものとし

ての資本論という体系構成は一貫して維持され

ており，したがって商業資本論および信用論に

おける個々の原理的規定もこの展開順序に沿っ

た規定を与えられることになっているのであ

る２００）。

このような宇野の体系構成に対して，山口は

「機構論的観点によって展開する場合にはこの

ような順序にならないで，信用論と商業資本論

は逆になるのではないか」との疑問を提出し２０１），

宇野が示した２つの論拠を次のように批判して

いる２０２）。すなわち，形態論的観点からの論拠に

対しては，宇野のように流通資本と流通費用が

「分離的に処理されることには疑問が残る」２０３）と

し，両者が「いわば代替的な一種の逆相関の関

係」２０４）にあることを指摘したうえで，「産業資本

のもとにおいても，それらはかかる一種の逆相

関の関連において一体化して一定の機能を果た

すものとして資本の再生産過程に必然的な費用

要素をなし，かかるものとして資本として――

むろんその客観性には個別的偶然的な不確定要

素からくる限度をたえず残しつつも――利潤を

要求しうるものとなっていると考えられなけれ

ばならない」２０５）のであり，したがって「このい

わゆる「流通費用の資本化」をめぐる問題は問

題として存在しえない」２０６）と批判した。

また，機能論的観点からの論拠に対しては，

「必ずしも決定的な論拠が提示されているとは

いえない」２０７）としたうえで，「信用関係は将来の

先取りという点でより高度な流通関係を展開す
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る」のであり，「個別資本にとっての意義の対

比によっても商業資本の方が先行的である」と

する２０８）。くわえて，利潤率の均等化傾向に対し

て果たす機能の対比においても，商業資本の場

合は「流通上の諸費用の節約による蓄積の加速

の機能が，利潤率の低下に応じて一面的に消極

化していく」のに対し，信用制度の場合は「低

利潤率の部門にとっても，その動向によって

種々の役割を果たす」ことから２０９），「商業資本

は，その機構上の限界を信用制度によって解決

されるものとして，むしろ信用制度に先行する

位置づけがなされなければならないものであ

る」２１０）ことを示している。

このような批判的検討によって，宇野の構成

とは反対に，商業資本論は信用論に先行する体

系上の位置づけを与えられることになったので

あるが，この体系構成の変更を可能にした最も

基底的な論拠と考えられるのは，「利潤率の均

等化の過程における機構的役割の相違は個別産

業資本の蓄積にとっての実質的な機能の相違に

規定されている」２１１）という点に鑑みるに，信用

関係を，「資金の直接的な融通関係」２１２）としてで

はなく，「将来の貨幣の還流を予定したいわば

先取的な資金創出の関係」２１３）として独自に規定

した点にあるといってよい２１４）。そしてまた，「体

系構成の問題はとりもなおさず原理的規定の問

題」２１５）に直結することから，この独自の信用の

把握は，市場機構論の細部から体系全体に至る

まで，それらに新たな原理的規定を付与する際

のコア規定として市場機構論の基層をなしてい

るものと考えられるのである。

■市場機構論における展開の動力

――個別産業資本における制約と準備機構

では最後に，市場機構論の展開の動力につい

てみておこう。これには大きく分けて２つの問

題がある。ひとつは，展開の動力を有している

のは個別諸資本であるのか，それとも社会的に

達成される結果であるのかという問題である。

これについては，個別諸資本の意識や動機を展

開の動力とすることが山口の基本線であるとい

うことはすでに論じたため，ここではこれ以上

論じない。

もうひとつの問題は，個別産業資本の利潤率

増進活動に対する如何なる制約から展開の動力

は与えられるのかという問題である。前者の問

題が「行動論アプローチ」からその解決の道筋

を与えられたのに対して，この問題は「流通過

程の不確定性」という視角から解き明かされる。

【「流通＝不生産」的観点から】

この点を明確にするため，まず流通過程の基

本的視座をその不生産的性格におく場合につい

てみておこう。流通過程をとりわけ不生産性を

もって特徴づける場合にあっては，利子論ない

し市場機構論の展開動力たる個別産業資本の利

潤率増進活動に対する制約は，第一義的には，

資本の再生産過程の維持に不可欠である反面，

剰余価値の生産になんら寄与することなく利潤

率圧迫の要因として作用する流通上の諸費用

（蓄積資金や固定資本の償却資金などを含む広

い意味での遊休貨幣資本）が，個別産業資本の

もとにおいて過剰遊休化しているという点にあ

るということになろう。

すなわち，流通過程が不生産的な過程である

という観点を基本的なものとし，それが不確定

的に変動する過程であるという観点には立たな

い，あるいはそのことを消極的にしか扱わない

ということは，個別諸資本の予想値としての流

通期間を，またそれに対応して保有する流通上

の諸費用を，非弾力的・安定的な指標として理

論上取り扱うことを実質的に容認することを含

意している。こうした流通の非弾力性・安定性

の視角を支えるのが，流通部面における正常な

進行を前提とし，偶然的な変動という問題を度

外視する「資本一般説的観点」であり，あるい

は流通期間ないし流通上の諸費用には部門ごと

に平均的な基準または平均化する傾向が存在す

るという観点である２１６）。これらのような「流通

＝不生産」的観点から転じた，いわば「流通＝

利子論から市場機構論への転回
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確定」的観点のもとでは，本来は個別諸資本が

自身のもとに蓄積されたデータから弾き出した

あくまで予想としてあるはずの流通期間が，あ

たかも確定的なものとして理論上取り扱われる

ことになるのであって，これに応じて流通上の

諸費用もさながら確定的な基準があるものとし

て理論上同様の処理を施されることになる。

したがって，たとえば流通資本については，

それが流通過程の絶えざる変動のもとで生産過

程を継続するために必須の緩衝材としての役割

を果たすという点からではなく，生産過程に投

下されている資本を生産資本であると規定する

ことの対で，単に流通過程にあって形態転化を

なすにすぎない資本であるという点から規定さ

れることになる２１７）。また，純粋な流通費用に関

していえば，それは総過程論ないし競争論次元

にあっても商品売買のための費用であり，剰余

価値から控除されるほかない不生産的な空費で

あるという側面でのみ捉えられ，それが流通過

程の不確定性に対応して支出され，資本の循環

運動を促進するための費用であるという側面か

らは捉えられないことになる２１８）。こうした流通

資本と流通費用それぞれの規定のされ方の相違

に，流通資本と流通費用を分離的に理解するか

否かの分岐も重なっているのである。

このような原理的規定の相違を生み出す「流

通＝確定」的観点をもってすれば，利子論ない

し市場機構論の端緒に位置づけられる個別産業

資本のもとにおいては，過剰な遊休貨幣資本の

存在が利潤率増進活動の制約になっているとい

う点は容易に理解されよう。将来のある一時点

において商品が必ず販売されるというような流

通過程の確定性が完全に保障される想定にあっ

ては，並列的連続生産方式のもと資本の分割を

適切に行うことによって生産の連続性を実現す

ることが可能であるため，貨幣資本の遊離が生

じることは避けられるが，この確定性を若干弛

緩させたケース，つまり将来のある一時点の内

側において多くの場合商品が販売されると想定

する場合にあっては，商品資本W’が再び生産

資本の姿をとるまでの期間，一時的に貨幣資本

の遊休が生じることになる。

これを「流通＝不生産」的観点から望むなら

ば，いうまでもなく，それは個別産業資本にとっ

ては何ら価値の形成に役立たない不生産的な貨

幣資本であり，利潤率増進を圧迫する要因の一

つとなる。ここに産業資本の運動過程において

生じる蓄積資金，償却資金がくわわると，利潤

率増進活動に対する遊休貨幣資本の制約はさら

に加重されることになろう。

このような制約から個別産業資本によって発

せられる要請は，したがって，剰余価値の生産

に何ら寄与することのない流通上の諸費用，蓄

積資金，償却資金などを内包する遊休貨幣資本

を，とりわけ節減ないし圧縮したいという要請

として表現されることになる。そしてこの要請

はまた，流通期間の短縮によっても応えうるこ

とから，現金でよりも短期での販売を実現しう

る販売方法への要請としても表現されることに

なる。商業信用を個別産業資本間における不生

産的な遊休貨幣資本の相互融通関係として捉え

る視角や，同じく商業信用を現金ではすぐには

売れないものをすぐに売るための方法として捉

える視角，また商業資本を信用による流通上の

諸費用の節減ないし流通期間の短縮をさらに進

めるものとして，それが社会的な節減・短縮の

役割を担うものとみるいわゆる「縮小代位説」

のような見方は，こういった要請の把握からあ

らわれてきたものといってよいであろう。

ともあれ，ここには次にみるような，流通過

程が不確定であるがゆえの準備貨幣資本の不足

という事態はほとんど表にはでてきていない。

そのため信用制度ならびに商業資本は，あくま

で遊休貨幣資本の節減要請に応えるものとして

原理的に基礎づけられるにとどまるのである。

【「流通＝不確定」的観点から】

では次に，流通過程の特殊性をその不確定的

性格に求める場合についてみていこう。この場

合にあっては，市場機構論の端緒における個別
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産業資本が抱える制約は，流通過程の不確定的

変動に対処すべく準備される貨幣資本の必要量

に確定的・客観的な基準がないために引き起こ

される，準備貨幣資本の過剰化あるいは不足と

いう点に求められる２１９）。

すなわち，山口によれば，流通過程の不確定

性とは，流通期間および商品の売買価格の二面

における不確定な変動のことを指すのである

が２２０），本来資本にとってこのような不確定な流

通過程は価値増殖活動をくりひろげる舞台とし

ては本質的なものであり，この点が通底するこ

とは生産過程を循環運動の一部に組み込んだ産

業資本にあってもいうまでもない２２１）。しかし，

投入・産出関係に技術的確定性がある生産過程

に価値増殖活動の軸心をうつしている産業資本

においては，不確定に変動する流通過程は価値

増殖の場としてよりも，むしろそれを制約する

ものとの見方が強まる側面がある。原料価格の

突発的な騰貴は予想に反する仕入れ総額の膨張

をまねくうえ，実際の購入量が予定量を下回る

事態ともなれば，稼働率の低下なりによる生産

規模の縮小ないし固定資本の遊休を甘受しなけ

ればならない。また販売期間の予想外の伸長も，

商品在庫の貨幣資本への転換を遅滞させること

によって同様の結果をまねく可能性がある。も

とより流通部面に基礎をおく産業資本は，いわ

ば愛人たる技術的確定性を自身の運動のうちに

引き込むことと引き換えに，本妻たる不確定性

からの嫉妬をかうことになるのである。

こうした利潤率低下の直接的要因となる固定

資本の遊休をかいくぐり生産規模を維持するた

めには，したがって，その根因である流通の不

確定的変動を離縁するための貨幣資本の準備が

必須となる。この準備貨幣資本をバッファに流

通の変動の影響を極小化し，それによって固定

資本の遊休を避け一定の生産規模を維持するこ

と――これが個別産業資本における当面の目論

見となる。しかし，この貨幣資本の準備量の決

定においてもまた，不確定的変動が強く作用す

る。流通期間ないし売買価格が不確定に変動す

ることに対応して，準備量の決定プロセスにも

多かれ少なかれ不確定性が浸食してくることは

避けられないのであり，したがって，個別産業

資本が個々に決定し保有する貨幣資本の準備量

はあくまで個別に予想された準備量として，実

際の変動に対しときには過剰化し，またあると

きには不足するということにならざるをえない。

これだけの量の貨幣資本を準備しておけば余程

のことがない限り安全であろうという自信も，

貨幣資本の過剰という事態を前にしては単に臆

病でしかなく，不足という事態を前にしては慢

心でしかない。緩衝材としての準備貨幣資本の

役割は，流通過程の不確定的変動のもとでは，

結局のところ，このような限られた範囲内のも

のでしかないのである。また，こうした準備の

過不足を回避すべく個別諸資本は純粋な流通費

用を支出することになるが，この支出量とそれ

による効果の関係においてもまた客観的な基準

は存在せず，準備の過不足の問題は依然として

残ることになる。

このような制約を抱える産業資本にとっては，

流通過程の不確定性を何らかのかたちで確定化

し解除することがなによりも要請されることに

なる。ここでのポイントは，不確定性の解除＝

確定化こそが産業資本における要請であるとい

う点にあるが，これは「流通＝不生産」的観点

が示すところの遊休貨幣資本の節減要請という

ものとは次の２つの面で異なっている。

第１に，節減要請は過剰準備に直面する個別

資本にとっての要請であり，準備不足の事態に

陥っている個別資本による要請ではない。準備

が基本的に過剰化していると想定する「流通＝

不生産」的観点からすれば，個別産業資本は節

減要請をもつのみで事足りるであろうが，準備

が過不足をくり返すとみる「流通＝不確定」的

観点からすればこの要請は一面的に過ぎない。

過剰準備だけでなく準備不足という事態をもあ

わせて回避するためには，過剰準備の節減とい

う表現ではなく，不確定性の確定化という表現

でしか個別資本は要請をなしえない。不確定性
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の解除という要請は，いつ直面するかもしれな

いこの準備の過不足という両事態を同時に止揚

しうる，個別資本がなしうるおそらく最も賢明

な要請であるといえよう。

第２に，節減ということそれ自体が，流通過

程に客観的基準がないということに背理してい

る２２２）。個別資本は利潤率を高めるため流通上の

諸費用を現在の水準よりも節減しようとすると

いう「流通＝不生産」的観点からの説明は，直

感的には首肯しうるものであるが，流通過程が

不確定であるということを煎じ詰めると，ここ

で節減がいえるのはあくまで現在の水準という

ものがあたかも確定的な基準として選択されて

いるからにすぎないことがわかる。流通の不確

定性というのは技術的・客観的基準がないとい

うことなのであるから，ここで基準として選択

されている現在の水準というのも当然，費用の

支出量とその効果との間の技術的確定性をふま

え客観的に導出されたような水準ではなく，不

断に変動する水準のうちからいわば恣意的に切

り取られた一水準にすぎない。このような一水

準を基準にたとえ節減が行われたとしても，仮

に他の水準を基準にした場合に同様のことがい

えるかどうかは定かではないうえに，そもそも

事前に技術的に決定されている客観的水準とい

うものが存在しないのであるから，どれだけ節

減すれば節減したといえるのかということさえ

本来は不確定であろう。要するに，節減すべき

対象として流通上の諸費用を取り扱うことには，

このような流通の不確定性による計測の困難と

いう問題が伴うのである。

こうした問題を回避するためには，個別産業

資本には直接に節減を追求する方法といったん

距離をおくことと，そのうえでひとまず不確定

なものを確定化するという方法をとることが求

められよう。客観的基準がないにもかかわらず，

それでもなお利潤率最大化を目的に節減を追求

するには，まずは不確定の確定化という行動に

徹して，この確定化をつうじて結果的に節減を

達成するという戦略にシフトする必要がある。

ただしこの場合にあっても，結果的に節減がな

されたかどうかの確認には同じく計測の困難と

いう問題が残るため，個別資本は節減がなされ

たかもしれないという余韻で結局は満足するほ

かないであろう。

以上のことより，流通過程の特殊性を不確定

的性格にみる立場にあっては，信用制度ないし

銀行資本，商業資本といった諸市場機構は，原

理論において，産業資本における不確定性を解

除するものとしての位置づけを与えられること

になる。山口の市場機構論にあっては，このい

わば「不確定性解除」論的視角が全編を貫いて

おり，この視角が下敷きないし動力として機能

することで，商業資本や銀行資本などを産業資

本における不確定性の解除機構として展開する

という分化・発生論的方法の採用が保障されて

いる。分化・発生論的方法とは，本来こうした

「流通＝不確定」的観点に根差した方法なので

あり，「流通＝不生産」的観点をもって行われ

る分化・発生論的方法の類とは似て非なるもの

なのである。

また「不確定性解除」論的視角は，商業資本

論→信用論の体系順序を定着させる際にも基礎

的な役割を果たすことになっている。商業資本

に対して「信用制度の方がより展開された，よ

り高度な機能をはたす」という場合２２３），それは

産業資本における不確定性による制約を解除す

る機構としては――ということが第一義的な意

味である。では，なぜ信用制度の方が不確定性

を解除する機構として「より高度」といえるの

かというと，ここに将来の「先取り」という特

異な「信用創造」規定が効いてくることになる。

これは「流通＝不生産」的観点から産業資本に

おける遊休貨幣資本の節減機構として商業資本

ないし信用制度を捉えた場合に，商業資本が信

用制度による節減をさらに進めるものとして位

置づけられることとは対蹠的である。流通過程

の特殊性に対する観点の分岐は，こうした市場

機構論の体系構成における分岐の生成をはらみ

つつ，ひいては原理論体系のさまざまな箇所に
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分岐点をつくりだすファクターとなっているわ

けである。

注

１）本稿は，ディスカッション・ペーパー「利子論か

ら市場機構論への転回」（『宇野理論を現代にどう活

かすか』Newsletter，第２期第２２号，２０１７年１０月１６日

発行）をもとにしている。

２）以下，山口の著作からの引用・参照は，「参考文献

�：山口重克関連」を用い，（［１９８１］２２頁）のよう
に，当該論稿の発表年および頁数のみで表す。また，

参照の便宜を考慮して，引用は（［１９８１］２２頁〔資本〕

１４頁）のように，初出稿の頁数にくわえ，当該初出

稿が収録された単著がある場合はその頁数を付記す

る。［ ］は初出稿を，〔 〕は当該初出稿が収録さ

れている単著を表す。また，単著に収録される際，

初出稿に誤記訂正など手がくわえられている場合も

あるが，本稿で引用する文章は基本的に初出稿の文

章を利用することとする。

なお，山口の著作のうち，単著からの引用・参照

については，以下のように記す。

１９８３a『競争と商業資本』 ⇒ 競争

１９８３d『資本論の読み方』 ⇒ 資本

１９８４a『金融機構の理論』 ⇒ 金融

１９８５b『経済原論講義』 ⇒ 原論

１９８７e『価値論の射程』 ⇒ 価値

１９９２c『経済学・人間・社会』 ⇒ 経済

１９９６c『価値論・方法論の諸問題』 ⇒ 価諸

１９９８c『商業資本論の諸問題』 ⇒ 商諸

２０００e『金融機構の理論の諸問題』 ⇒ 金諸

２００６a『類型論の諸問題』 ⇒ 類諸

２００８d『現実経済論の諸問題』 ⇒ 現諸

３）念のため述べておくと，宇野弘蔵の原理論体系に

おける「利子論」は，宇野［１９５０・５２］の第３篇「分

配論」の第３章「利子」を指している。また，山口

重克の原理論体系における「市場機構論」は，［原論］

の第３篇「競争論」の第２章「競争の補足的機構」

を指している。

４）［１９８１］２２頁〔資本〕１４頁。

５）［１９８１］３７頁〔類諸〕２８頁。

６）［１９７７c］２４頁。

７）［１９８１］２３頁〔資本〕１５頁。

８）「本質規定」としての原理論は，他の論稿では，「資

本主義の特殊歴史的な生産様式としての特質を明ら

かにし，そのことによって同時にその歴史的限界な

いし死滅の必然性を明らかにしようとするもの」

（［１９８１］２０頁〔資本〕１１頁），あるいは「資本主義を

他の社会体制と比較する基準とする，あるいは資本

主義の矛盾を明らかにし，社会主義を主張するさい

の価値判断の基準とするもの」（［１９９３b］１６６頁〔価

諸〕２０２頁）と述べられている。

９）［１９８１］３７頁〔類諸〕２８頁。

１０）［１９９３b］１６６頁〔価諸〕２０２頁。

１１）「分析基準」について山口がはじめてふれているの

は，論稿［１９７４b］においてである。ここでは，「恐

慌現象の変容や他の新しい現象の出現の意義を解明

することが重要な課題をなす」が，この課題を果た

すには「具体的な分析の基準としての恐慌の原理的

規定がまず明らかにされていなければならない」と

述べられている（２１８―２１９頁〔金融〕１４８頁）。

また，「本質規定」と「分析基準」の２側面がはじ

めて述べられているのは，［１９７５b］においてである。

ここでは，宇野において，「『資本論』を社会主義な

いし唯物史観の科学的基礎を明らかにするものとし

て読むという読み方のほかに，現状の分析のための

基準の一つとして，つまりいわゆる原理論として読

むという読み方が次第に確定されてくる」（１５９頁〔資

本〕５４頁）ことが示されている。

ついでながら，「本質規定」という用語の初出は，

［１９７７c］６頁〔資本〕７４頁である。

１２）「本質規定」および「分析基準」に関しては，以下

の諸論稿を参照されたい。［１９７４b］２１８頁〔金融〕１４８

頁，［１９７５a］１２３―１２４頁，［１９７５b］１５９，１６０，１６６頁

〔資本〕５４，５６，６５頁，［１９７７a］７９，８４，８６―８８頁〔資

本〕８９，９７，１０１―１０３，１０５頁，［１９７７c］６，１２―１３，１９，２３

―２４，３７頁〔資 本〕７４，８５―８６頁，［１９７９b］１３１，１３４

頁〔資 本〕２１３，２１４頁，［１９８０a］８１頁〔資 本〕３０頁，

［１９８０b］３頁〔資本〕２３頁，［１９８１］１３，１９―２０，２２―

２４，２７，３７，４３―４５頁〔資本〕４，１０，１１，１３―１４，１９

頁〔類諸〕２８―３２頁，［１９８２］７頁〔資本〕２４９頁，［競

争］１７頁，［１９８３c］８２―８３頁〔経済〕５４―５７頁，［原論］

３，９，７９，８１頁，［１９８８c］２９―３０，３２―３３頁〔経済〕

４，５，８頁，［１９９０b］６，１４頁〔価 諸〕６，１５頁，

［１９９１a］１０４―１０６頁〔価諸〕２８―３０頁，［１９９２b］３―６，１９

―２２頁〔類諸〕３５―３９，５４―５９頁，［１９９３a］９３―９６頁〔価

諸〕１３８―１４１，１４４頁，［１９９３b］１６６―１７２頁〔価諸〕２０１

―２１１頁，［１９９４a］４―５頁〔価 諸〕１２９―１３１頁，［１９９４

利子論から市場機構論への転回
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b］１１―１２，１５頁〔価諸〕１６１―１６２，１６５―１６６頁，［価諸］

１８頁，［１９９８b］３５頁〔商諸〕２０５頁，［１９９９b］４頁〔金

諸〕２４４―２４５頁，［２０００b］２１，２５―２７，４８―４９頁〔類諸〕

９１，９６―９７，１２２頁，［２０００c］８１，８４，９０頁〔金 諸〕

１９９，２０３，２１０頁，［２０００d］６，１０頁〔類諸〕１２７，１３２

頁，［２００１a］２頁，［２００１b］６２，６４，７７，７８，８０頁

〔類 諸〕６６，６７，８２，８４，８６頁，［２００２a］３４―３５，４６―

４７，５１頁〔類諸〕１７０，１８４―１８５，１８９頁，［２００３e］８

頁〔現諸〕１２４頁，［２００３f］４７―４９頁，［２００３g］２０，２４，２９，３２

頁，［２００４f］２３３―２３５頁〔現諸〕１５―１９頁，［類諸］�―

�，１９―２８，１４１頁，［２００８a］１―２頁，［２００８c］〔現

諸〕付 録１，［２０１１］９５，１０６頁，［２０１３a］１３１―

１３３，１４５，１４６，１５４頁，［２０１３b］６４，６８頁。

１３）［１９８１］４５頁〔類諸〕３０頁。

１４）［１９８１］２５頁〔資本〕１６頁。

１５）［１９７５b］１６６頁〔資本〕６５頁。

１６）［１９８１］２２頁〔資本〕１４頁。

１７）［１９８１］２５頁〔資本〕１７頁。

１８）［１９８１］２１―２２頁〔資本〕１３頁。

１９）［１９７７c］１９頁。

２０）［１９８１］２６頁〔資本〕１７―１８頁。

２１）［原論］９頁。

２２）［１９８１］２２―２３頁〔資本〕１４頁。

２３）［競争］�頁。
２４）［１９８１］４５頁〔類諸〕３０―３１頁。

２５）［１９８１］４８頁〔類諸〕３２頁。

２６）［１９８１］４８頁〔類諸〕３２頁。

２７）［１９８１］４５頁〔類諸〕３０―３１頁。

２８）山口における流通論独立化の意義に関しては，以

下の諸論稿を参照されたい。［１９７２b］１３２―１３３頁〔価

値〕１１５―１１６頁，［１９７５b］１６３―１６６頁〔資本〕６１―６４頁，

［１９７６a］４―５頁〔競 争〕１０４―１０５頁，［１９７６c］８２―８３

頁〔資 本〕１４５―１４６頁，［１９７７a］８１―８２，８８，９０，９２―

９３頁〔資 本〕９３，１０４―１０５，１０８―１１３頁，［１９７７b］７

頁，［１９７７c］７―１２，２７，３１，３３―３４，３７頁〔資 本〕

７６―８４頁，［１９７８b］９８―９９，１０２―１０４頁〔価値〕１５４―１５５，１５９

―１６０頁，［１９７９b］１３５頁〔資本〕２１９―２２０頁，［１９８１］

２４―２５，４１頁〔資本〕１５―１７頁，［１９８４e］８―１１頁〔価

値〕１２―１５頁，［１９８４f］３０―３１頁〔価 値〕３４頁，［１９８６

b］２６―２７頁〔価値〕６６―６７頁，［１９９１a］１０２―１０３頁〔価

諸〕２６頁，［１９９１b］１３１，１３７―１３８頁〔価諸〕３５，４４―

４５頁，［１９９５b］２８―２９頁〔価 諸〕１１５頁，［２００３g］２２

頁，［類諸］２２頁，［２０１３a］１４８頁，［２０１３b］６７頁。

２９）山口は，宇野による流通論の独立化とそれに伴う

３篇構成の方法によって達成された成果を，原理論

の広範囲に看取している。敷衍しておくと，�価値
形態論が純化された点，�価値尺度論の独自解釈，
�「貨幣の資本への転化」の資本形式論としての組
み替え，�生産論における価値法則の論証，�蓄積
論の体系上の位置変更に伴う蓄積過程における固定

資本の制約，人口法則の明確化，	再生産表式の意
義と限界の確定化，
市場価値論の整理，�価格機
構の整備による商品過剰論の排除，資本過剰論の明

確化，�信用論の積極的展開，恐慌論の体系化――
などが挙げられている（［１９７７c］２７頁参照）。

ここにみられるように，山口は宇野による流通論

の独立化という構成方法を高く評価するとともに，

この方法をさらに純化・徹底させていったものと考

えられるのであるが，ここではひとまず，これによっ

て明確にされてきた論点として，以下，価値概念，

価値尺度論，鋳貨論，物神性論，資本形式論（産業

資本的形式）について簡単にみておこう。

はじめに価値概念について。山口は，宇野による

流通論の独立化は「価値の概念を，生産関係からひ

とまず独立に，流通関係に固有の概念としてとらえ

ようとする意味をもつものであったと解読すること

ができる」という点から，「価値を個別的な，一種の

形相的な概念」として，あるいは「個々の商品の個

別的ないわば交換力のようなものを概念化したもの」

として捉える「価値概念の広義化」を提唱している

（［１９８６b］２７，３０頁〔価値〕６６―６７，７３―７４頁，［１９９０b］

〔価諸〕第１部第１章）。この提唱は，本文で述べる

ように，流通論独立化の意義を流通形態の「個別性」

の明確化という点でおさえる視角に符合したもので

あり，同時に「現実の分析基準としての原理論とい

う観点からも，価値概念の拡張の必要がある」（［１９９０

b］１４頁〔価諸〕１５頁）とする視角にも対応した，山

口の価値概念における当然の帰結であったと捉える

ことができよう。このような独自の価値概念は，以

下に述べる価値尺度論をはじめとして，原理論体系

に広範な影響を及ぼしている。

山口の価値概念については，以下の諸論稿を参照

されたい。［１９７２b］〔価値〕第�部第２章，［１９７３a］

７９―８０頁，［１９７６b］１４―１５頁〔競争〕７４頁，［１９７８b］〔価

値〕第�部 第３章，［競 争］７４―７７頁，［１９８３b］１３頁，

［原論］，［１９８６b］〔価値〕第�部第４章，［１９８７c］７

―９頁〔価値〕１７２―１７４頁，［１９８７d］９６―１０１頁〔商諸〕

１３５―１４７頁，［価 値］�―�頁，［１９９０a］６―７，２５―３２
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頁〔価諸〕４９―５０，７２―８１頁，［１９９０b］〔価諸〕第１部

第１章，［１９９１a］〔価諸〕第１部第２章，［１９９１b］〔価

諸〕第１部 第３章，［１９９５a］１２１―１２２頁〔価 諸〕８８―

８９頁，［価諸］�頁，［１９９９a］１２２頁〔金諸〕３０６頁。

次に，価値尺度論については，宇野が，貨幣によ

るくり返しの購買によって「あらかじめ生産過程で

規定されている価格変動の重心ないし基準としての

価値の確定」がなされる点をもって貨幣の価値尺度

機能を規定しているのに対して，「流通論では価格変

動の重心を理論的に規定できない以上，価格は無規

定的に変動するとしか言いようがない」のであり，「貨

幣に宇野のような意味での基準確定の機能があるな

どと考えることはできない」として，「表現された貨

幣量とは必ずしも同量ではない一定の貨幣量として

実現・確定するという機能」，つまり「購買手段とし

ての貨幣の機能を価値尺度機能と呼ぶ」としている

（［１９９１b］１３８―１３９頁〔価諸〕４５―４６頁）。

山口における価値尺度論については，［１９７６c］６５―

６９頁〔資 本〕１１６―１２３頁，［１９７７c］８頁〔資 本〕７７―

７８頁，［１９７８b］１０４頁〔価値〕１６０―１６１頁，［原論］３６

―３７頁，［１９８６b］２６―２９頁〔価値〕６６―７２頁，［１９９１b］

１３８―１４０頁〔価諸〕４５―４７頁――以上の諸論稿を参照

されたい。

つづいて鋳貨論について。マルクスは金の章標化

について「流通手段としての貨幣の規定の理論的な

展開の延長上で説こうとして」（［１９７６c］７２頁〔資本〕

１２９頁）おり，同様に宇野においても「「元来，W―G

―W’の Gなる貨幣は，WがW’へ転換する過程の一

時的形態に外ならない」という点から流通手段の章

標化が論じられることになっている」のに対して

（［１９７６c］７１―７２頁〔資本〕１２７頁），山口は「流通手

段としての貨幣といえども，個別的にはつねに購買

手段として機能しつつ，商品が観念的に表現してい

る価値を現実に尺度し，確定する関係を前提にして

いる」（［１９６３］３５頁〔金融〕２１９頁）のであり，「貨

幣が商品と商品の間に入って商品交換の媒介として

の機能しか果たしていないように見えても，個々の

購買において，一般的等価物としての金の使用価値

そのものが無意味になってしまうわけではない」

（［１９７６c］７３頁〔資本〕１２９頁）として，流通手段と

しての貨幣から章標化を論じることの無理を指摘し

ている。

また，章標の通用力を国家による強制に求める議

論に対しては，「国家紙幣というものに原理を求める

ことはできないのではないか」（２９０頁）との疑問を

提出しており，総じて，鋳貨ないし章標の問題は「原

理的に必ずしも積極的な意味をもった規定といえな

い」（［１９７６c］７３頁〔資本〕１３０頁）ことから，［原論］

においては第一篇「流通論」第二章「貨幣」の「補

論 貨幣制度」のなかでこの問題が取り上げられる

にとどまっている。

なお，山口の鋳貨論については，以下の諸論稿を

参照されたい。［１９６３］〔金融〕補章，［１９６７c］２８５―

２９０頁，［１９７６c］７１―７４頁〔資本〕１２７―１３１頁，［原論］

５１―５３頁，［１９９２b］７―８頁〔類諸〕４０―４１頁，［１９９５a］

１２４―１２６頁〔価 諸〕９２―９５頁，［２０１３a］１３４，１４８―１４９

頁。

次いで，物神性論については，宇野が商品経済の

物神崇拝的性格の問題を「流通形態の問題」として

ではなく，生産過程論においてその根拠を与えられ

るものとするのに対して，山口はこれを宇野におけ

るマルクスの物神性論の考え方の継承とみて，「流通

を生産にとって外部的なものととらえ，流通形態を

生産から独立に展開するものとみるよりも，流通形

態を生産の直接的な表面形態とみることに通ずるも

のがある」（［１９７８b］１０５頁〔価値〕１６１頁）と批判し

ている。ただし他方で，「宇野においては，流通形態

は労働生産過程における人と人との関係の顚倒的な
表面形態というようなものではなく，流通世界にお

ける人と人との関係の物化形態」と捉える独自の視

角があり，「事実上，流通形態論は全体として一種の

物神性論を展開するものとなっている」との理解が

示されている（［１９８４c］７３頁〔商諸〕８頁）。そのう

えで「商品，貨幣，資本に付着し，それ自身の物的

性質のように現われる流通形態の謎的性格は，それ

らが流通関係を展開するなかで一定の根拠をもって

付与されるものであり，それらの流通形態としての

規定性の一部をなすものとして，形態的に説明され

るべきもの」（［１９７９a］１１１頁）であるとして，［原論］

では，第一篇「流通論」の第一章第三節「貨幣形態」

の末尾において「物神性」という項目がおかれてい

る（３１頁）。

山口における物神性論については，以下の諸論稿

を参照されたい。［１９７７a］８９，９２頁〔資本〕１０５―１０６，１１１

―１１３頁，［１９７８b］１０４―１０５頁〔価値〕１６１頁，［１９７９a］

１１１―１１２頁，［１９８４b］１６頁，［１９８４c］７１―７４頁〔商諸〕

３―９頁，［原論］３１頁。

最後に，資本形式論（産業資本的形式）について

利子論から市場機構論への転回
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であるが，山口は，宇野が産業資本的形式を「生産

過程における労働力の消費が価値を増加させること

を前提して」論じている点，つまり「労働力の全面

的商品化を前提し，産業資本が社会的生産を編成し

終えているところからその運動形式だけを抽出する

といった説き方」になっている点に（［１９７８b］１０５頁

〔価値〕１６１頁），またこれにくわえ，「資本の産業資

本的形式を，流通形態としての資本の規定性におい

てではなく，現実に社会的生産を分担して運動して

いる産業資本そのものに引きつけて理解する」（［１９７６

c］８４頁〔資本〕１４８頁）という点に，宇野における

流通形態としての純化の不徹底さを看取している。

そして前者の点に対して，流通論の展開においては，

「個別的資本は，労働力の購入と消費とによって，商

品をいわば安く生産して高く売りうるようになると

いう点は説けても，価値の形成，増加の問題はなお

説きえないと考えられなければならない」（［１９７８b］

１０５頁〔価値〕１６１頁）とし，後者の点に対しては，

特殊歴史的性格を具えた産業資本とは一線を画す純

粋に論理的な規定性として，宇野における「産業資

本的形式」に対して新たに「商品生産資本の形式」（［原

論］６３頁）との呼称を与え――後年の諸論稿では，

産業資本は「製造業資本」（［２００５a］４頁〔現諸〕９７

頁，［類諸］２３，２７頁，［２０１０a］１５９頁），産業資本的

形式は「製造業資本形式」（［２００１d］３７―３８頁〔現諸〕

２２４―２２５）との表記が散見される――資本形式論の再

構築を果たしている。

山口の資本形式論（産業資本的形式）については，

以下の諸論稿を参照されたい。［１９７６c］８２―８６頁〔資

本〕１４５―１５２頁，［１９７８b］１０５頁〔価値〕１６１―１６２頁，

［１９７９a］７４―８６頁，［原論］６３―７０頁。

３０）［１９７９b］１３５頁〔資本〕２２０頁。

３１）［１９７７c］１０頁〔資本〕８０頁。

３２）［１９７９b］１３５頁〔資本〕２２０頁。

３３）［１９８１］２４頁〔資本〕１６頁。

３４）ただし，「資本主義的生産の根本的条件である労働

力の商品化の矛盾に，資本主義的生産の基本的矛盾

を求めること」により「恐慌論の体系化」がなされ

たとする視角は，分析基準の観点からの流通論独立

化の意義の捉え方であると考えられる（［１９７７c］１０

頁〔資本〕８１頁）。

３５）［１９７９b］１３５頁〔資本〕２１９―２２０頁。

３６）［１９７５b］１６４頁〔資本〕６１頁。

３７）［１９７７a］９１頁〔資本〕１１０頁。

３８）［１９７７c］３４頁。

３９）このような見方は，「資本一般説的観点」からのも

のである。［１９６３］５０頁〔金融〕２５６―２５８頁を参照さ

れたい。宇野の体系構成は，生産過程と流通過程の

統一は第２巻第３篇ですでに考察されたとする『資

本論』におけるもう一つの視角を明確化したもので

あったと考えられる。

４０）［１９７７b］７頁。

４１）［１９７２b］１３２頁。

４２）［１９８０a］９９頁。

４３）同上。

４４）［１９７７c］３４頁。

４５）［１９７５b］１６５頁〔資本〕６３―６４頁。

４６）［１９７７c］１２頁〔資本〕８５頁。

４７）［１９７７c］３４頁。

４８）［１９８１］２４頁〔資本〕１６頁。

４９）［１９７７a］９０頁〔資本〕１０９頁。

５０）「資本一般説的観点」と「競争論的観点」との関連

については，以下の諸論稿を参照されたい。［１９６３］

５０頁〔金 融〕２５６―２５８頁，［１９６４a］９４頁，［１９６７a］１０

―１１頁〔競争〕２２２頁，［１９６８b］２―３頁，［１９７２a］１１８

―１２５頁，［１９７３b］６頁〔経済〕１１９頁，［１９７４b］２２１―

２２２頁〔金融〕１５４―１５７頁，［１９７５b］１６１―１６３頁〔資本〕

５７―６０頁，［１９７６a］２―４頁，［１９７７a］９０頁〔資 本〕

１０８―１０９頁，［１９７７b］４―６頁〔競争〕４―８頁，［１９７７

c］１１頁〔資本〕８３頁，［１９８０a］９４―９６，３３４―３３５頁〔資

本〕４６―４９頁〔金融〕１９―２０頁，［１９８０c］４０８―４１０頁〔経

済〕１５３―１６０頁，［競 争］�，８―１０頁，［１９８４e］１０―

１１頁〔価値〕１４―１５頁，［原論］６―７，９―１０頁，［１９９３

a］９１―９３頁〔価諸〕１３３―１３８頁，［１９９４b］９―１１頁〔価

諸〕１５９―１６１頁，［類諸］２５頁，［２０１３a］１４２―１４５頁。

また「競争論的観点」については，以下の諸論稿

を参照されたい。［１９６４a］８９，９４頁， ［１９７２a］１２４

頁，［１９７３a］７４―７５頁〔競 争〕２０８頁，［１９７３b］６頁

〔経済〕１１９頁，［１９７４b］２２２―２２３，２２５―２２６，２３１頁〔金

融〕１５６，１５９―１６０，１６３―１６５，１７７頁，［１９７５a］１２３頁，

［１９７５b］１６３，１６４頁〔資本〕６０，６２頁，［１９７６a］３―

６，１２，１５頁〔競 争〕１０３―１０７，３０―３１頁，［１９７７a］

８９―９０，９３頁〔資本〕１０７，１０９，１１３頁，［１９７７b］５―

９，１５―１７頁〔競争〕５―８頁，［１９７７c］１１―１３，３４，３６

頁〔資本〕８２―８６頁，［１９７９b］１３４頁，［１９８０a］９４―９６，９９

頁〔資本〕４６―４９頁，［１９８０c］４０８―４１０頁〔経済〕１５３

―１６０頁，［競争］�，�，８―１０，３１，２１２頁，［１９８４c］

７６，８４頁〔商諸〕１３，３１頁，［１９８４e］１８頁，［１９８５a］
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１６頁〔商 諸〕３６頁，［原 論］９，２６５頁，［１９８８d］６２

頁〔金諸〕７２―７３頁，［１９９３a］９２，９５頁〔価諸〕１３６―

１３７，１４１頁，［１９９４b］９―１１頁〔価諸〕１５９―１６１頁，［２０１３

a］１４４―１４５，１４９頁。

５１）山口にあって「競争論的観点」という用語がはじ

めて用いられたのは，伊藤［１９７３］の「書評」とし

て書かれた，［１９７３b］においてである。ここでは「資

本一般説的観点」と関連させて「競争論的観点」が

述べられていることにくわえ，「諸資本の不均等性を

競争論的観点との関連で体系内に積極的にとり込む

べきだとしたことの理論的意義も大きい」とあるよ

うに，伊藤のこの面での問題提起が高く評価されて

いる（［１９７３b］６頁〔経済〕１１９頁）。

「競争論的観点」についてはこの「書評」以降も何

度もふれられているのであるが，たとえば論稿［１９６４

a］において，井田［１９６３］に言及しつつ，「生産論

の論理段階と，「相異なる生産諸部面における諸資本

の競争」の解明をもってはじまる第三巻の論理段階

とを，厳密に区別しなければならない」という点が

示されていること，また第三巻は「具体的な「競争」

の機構を展開すればよい」という点が示されている

ことからは，実質的にこの観点が研究当初から打ち

出されていたとみることができよう（８９頁）。

５２）以下，マルクスの経済学批判体系のプランについ

ては，［競争］２―３頁の表記にしたがっている。

５３）［競争］５頁。

５４）［１９９３a］９２頁〔価諸〕１３６頁。

５５）［１９７２a］１１９頁。

５６）［１９７７b］１―６頁〔競争〕５―８頁。

５７）［１９９３a］９２頁〔価諸〕１３６頁。

５８）［１９７７b］６頁〔競争〕８頁。

５９）［１９７４b］２３１頁〔金融〕１７７頁。

６０）「諸部門ないし諸資本の不等性は，……」（［１９７４b］

６頁）は，〔金融〕では「諸部門ないし諸資本の不均

衡の問題も，……」（１７７頁）に書き換えられている。

６１）［１９９３a］９２頁〔価諸〕１３６頁。

６２）［１９９３a］９２頁〔価諸〕１３６頁。

６３）［１９７７c］３４頁。

６４）［競争］１０頁。

６５）［１９８１］４５頁〔類諸〕３０頁。

６６）［原論］１０頁。

６７）［１９８０a］９５頁〔資本〕４７頁。

６８）［１９７６a］５頁〔競争〕１０５頁。

６９）［１９７７b］１６頁。

７０）［１９７７c］１３頁〔資本〕８６頁。

７１）同上。

７２）［１９９３a］９２頁〔価諸〕１３７頁。

７３）［１９９４b］１０頁〔価諸〕１５９頁。

７４）［１９９３a］９２―９３頁〔価諸〕１３７頁。

７５）［１９９４b］１０頁〔価諸〕１５９頁。

７６）［１９７６a］１２頁〔競争〕３０頁。

７７）流通過程の不確定性については，以下の諸論稿を

参照されたい。［１９６１］１２９頁〔金融〕５８―５９頁，［１９６４

a］９２，９４，９６―９７頁〔競争〕１３３，１４２，１４４頁，［１９６４

b］９６頁，［１９６７b］４―５，８，１２―１６頁〔競争〕２４８―

２４９，２５５―２５９頁，［１９６８a］３０，２２８頁，［１９７１a］

４，９，１１，１３，３１頁〔金融〕１０５，１１０，１１３，１１５，１３４

頁，［１９７３a］７６―７８，８１，８８，９１，９４頁〔競 争〕２０９―

２１１頁，［１９７６a］８，１２，１４頁〔競 争〕２０，３０，４１頁，

［１９７６b］１６―１８，２４頁〔競争〕８１，８５，８６，１００頁，［１９７６

c］７４頁〔資本〕１３２頁，［１９７６d］１８７，１８９，１９９，２０２，２０６

頁〔資本〕２９８，３０１頁，［１９７７b］２５５，２５９―２６１，２６６

頁〔競争〕１９―１９３，１９６―１９８，２０３頁，［１９７８b］１０２，１０７，１１６

頁〔価値〕１５８，１６３，頁，［１９７９a］７６―７７頁，［１９７９c］

５０１頁〔経 済〕１７７頁，［１９８０a］３４５，３４７頁〔金 融〕

３２，３４頁，［競争］１１８，１３６，１４３，２１０，２４９―２５０，２５８

―２５９，２９７―２９８頁，［１９８３b］１５，１９―２１，２４―２５頁，［１９８４

e］３，９頁〔価値〕５，１３頁，［１９８４f］１６頁〔価値〕

１９頁，［１９８４g］１１―１２頁〔価 値〕５０―５１頁，［１９８５a］

１８―１９，２４頁〔商諸〕３９，４１，５６頁，［原論］１９，３０―

３１，３８，４１―４３，５９，６２，６８―７０，１５７，１７５，１７８―１８４，１８６

―１８７，２０８頁，［１９８６a］７９―８５，８９―９１頁〔商 諸〕６３―

７８，８６―８７，８９頁，［１９８７b］４６―５８頁〔商諸〕１０４―１２７

頁，［１９８７c］１３―１５頁〔価 値〕１７９―１８０頁，［１９８７d］

９６頁〔商諸〕１３５頁，［１９８８a］２３―３５頁〔金諸〕８―３４

頁，［１９８８b］７６―８０頁〔金 諸〕３５―４４頁，［１９８８d］６２

頁，［１９８８e］９７―９８頁〔金諸〕９４―９５頁，［１９９４b］８―

９，１２―１４頁〔価 諸〕１５７―１５８，１６２―１６５頁，［１９９８a］

１２０―１２７頁〔商諸〕１５７―１７０頁，［１９９８b］３，５―６，１７

―１９，３０―３２頁〔商諸〕１７２，１７４―１７５，１８７―１８８，２００―

２０１頁，［商諸］�，�頁，［１９９９c］１４１頁〔金諸〕１５１

頁，［金 諸］１２頁，［２００１a］９，１９―２０，２４頁，［２００１

b］６７頁〔類 諸〕７１頁，［２００３e］８頁〔現 諸〕１２３頁，

［２００５a］４―９頁〔現諸〕９８―１０３頁，［類諸］４１頁，［２００７

b］７１頁。

７８）宇野［１９５３b］２７４頁。

７９）宇野［１９５０・５２］４５９頁。

８０）同上書２６７頁。

利子論から市場機構論への転回
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８１）宇野［１９５３b］２６８頁。

８２）森下［１９６０］１８４頁。

８３）同上。

８４）同上書１８４―１８５頁。

８５）同上書１８７頁。

８６）日高［１９６３］８頁。

８７）日高［１９６４］２５０頁。

８８）同上書２４３―２４４頁。

８９）同上書１０６―１０７，１１０，１６２―１６５，２１５，２４３―２５２頁も

参照されたい。

９０）［１９６１］１２９頁〔金融〕５８―５９頁。

９１）この引用部分については，［１９９８b］で，「流通過程

に特有な不確定性」について「かなり以前」に述べ

たセンテンスとして再度取り上げられている（５頁

〔商諸〕１７４頁）。

９２）［１９６４a］９３頁〔競争〕１３０―１３２頁。

９３）［１９６４a］９６頁〔競争〕１４２頁。

９４）［１９６４a］８８頁。

９５）流通資本と純粋の流通費用を一括して「流通上の

諸費用」と規定したのはこの論稿が最初であるが，

この用語は他の論稿においては「流通上の諸資本」

とも換言されている（たとえば，［１９７３a］７８，８９頁

〔競争〕２１１頁，［１９７６a］１１，１２頁〔競争〕２８，３０，３１

頁，［１９８５a］１７，１８頁〔商諸〕３８，４１頁）。

９６）［１９６４a］９７頁〔競争〕１４４頁。

９７）［１９６７b］５頁〔競争〕２４８頁。

９８）［１９６７b］１５頁〔競争〕２５８頁。

９９）この「流通過程の不確定性」という用語自体は，

山口の諸論稿においては当該箇所が初出であるが，

これは日高［１９６４］２４９―２５０頁を引用した直後に述べ

られており，引用文中にある「流通過程は個別資本

にとっては不確定的なもの」（日高［１９６４］２４９頁）

という部分を山口が換言した用語であると考えられ

る。

１００）［１９６７b］１６頁〔競争〕２５９頁。

１０１）［１９７１a］９頁〔金融〕１１０頁。

１０２）［１９７１a］１３―１４頁〔金融〕１１６頁。

１０３）［１９７３a］７８頁〔競争〕２１１頁。

１０４）山口の基準利潤率については，この他，［１９７６a］

１２頁〔競争〕３０頁，［１９８５a］１７―１９，２４頁〔商諸〕３９

―４１，５６頁，［原論］１８８頁，［１９８６a］９４頁〔商諸〕９５

―９６頁，［１９８７b］５８頁〔商 諸〕１２６―１２７頁，［１９８７d］

９６頁〔商諸〕１３５頁を参照されたい。

１０５）［１９７６b］１５頁〔競争〕７８頁。

１０６）宇野編［１９６７］２６６頁。

１０７）山口の価値形成的労働については，以下の諸論稿

を参照されたい。［１９７６b］１５―１８頁〔競争〕７４―８７頁，

［１９７７b］２６４―２６６頁〔競争〕２０１―２０３頁，［１９７８b］１０９

―１１６頁〔価値〕１６５―１７２頁，［１９８６a］８９頁〔商諸〕８６

―８７頁，［１９８７c］９―１１頁〔価値〕１７５―１７６頁，［１９８７d］

９６―１０１頁〔商諸〕１３５―１４７頁，［価値］�頁，［１９９０a］

６，１８，２７―２８頁〔価諸〕４９，６４，７５―７６頁，［商諸］

�頁。
１０８）［１９７８b］１０２頁〔価値〕１５８頁。

１０９）［１９７８b］１０８頁〔価値〕１６４頁。

１１０）流通費用規定の流通論への前倒しについては，

［１９７９a］７６頁，［原論］３４，５９，６１頁も参照されたい。

１１１）このことについて多少つけくわえておくと，流通

費用の「資本の流通過程」論から流通論への送り込

みは，「第二巻の資本の運動形態論はきわめて形式的

な，いわば表面形式論」（［１９７８b］１１７頁〔価値〕１８３

頁）とする視角，言い換えると，生産論における資

本循環論は「表面的な循環形式論」（［価値］１８４頁），

つまり「均衡的に編成されている生産の直接的な表

面の形式でしかない」（［１９７８b］１０５頁〔価値〕１６１頁）

とする視角と合わさって，原理論体系における「資

本の流通過程」論の解体の引き金になったものと考

えられる（これに対する異論は，亀﨑［２０１４］参照）。
このことは，流通論レベルでの流通費用の導入と，「資

本の流通過程」論に対する言及がほぼ同時期（１９７８―

７９年）にあらわれていることからもほぼ間違いない

であろう。また，この「資本の流通過程」論の解体

に伴って，固定資本や流動資本，生産資本や商品資

本・貨幣資本といった用語についても流通論レベル

で論じられることとなっている（［原論］６０，６７頁）

――ただし［原論］では，「流通資本」という用語は

流通論では登場しておらず，くわえて索引にも上っ

ていないが，用語そのものは第三篇「競争論」にお

いて登場している（［原論］１８７，２０９，２１２頁）――。

なお，山口における「資本の流通過程」論に関す

る記述については，以下の諸論稿を参照されたい。

［１９７７c］２８頁，［１９７８b］１０２，１０５，１１７―１１８頁〔価値〕

１５８，１６１―１６２，１８３―１８４頁，［１９７９a］１２２―１２３頁，［原

論］２６３―２６４頁，［２０１３a］１４９頁。

１１２）［１９７６c］７４頁〔資 本〕１３１―１３２頁，［１９８３b］１５頁，

［原論］４１―４３頁を参照されたい。

１１３）「行動論アプローチ」と，後述する「行く先論ア

プローチ」という用語は，川合［１９７７］の用語であ

56



る。

１１４）山口による行動論アプローチについては，以下の

諸論稿を参照されたい。［１９８４e］２―１１頁〔価値〕第

�部第１章，［１９８４c］７３―７４頁〔商諸〕７―９頁，［１９８５

a］１７頁〔商 諸〕３９頁，［原 論］１５，３２頁，［１９８７b］

５４頁〔商諸〕１２０頁，［１９９２b］１３頁〔類諸〕４７頁，［２００２

a］６１―６２頁〔類諸〕２０２頁。

１１５）「行動論」という用語の登場は，論稿［１９８４e］に

おいてであるが，この用語は，実質的に研究当初か

ら重きを置かれていた個別資本の観点を重視する視

角を一語で言い表したものであるといってよい。た

とえば，［１９６１］では，商業信用の限界を論じる際，

「宇野の旧『原論』（１９５２年）の説明に全面的に依拠

し，それをいわばパラフレイズする形で展開」され

ているが，宇野における「商業信用の形成に関する

個別資本的制約と商業信用の社会的生産にとっての

部分性という二つの「限界」」のうち，「個別資本的

諸事情の制約性を「基本的な限界」として重視」し

たことが述べられている（［１９８８e］９６―９７頁〔金諸〕

９３―９４頁）。つまり，行動論アプローチは山口の理論

体系にあっては一貫して保持されており，これを通

じて定式化される分化・発生論や当事者・分析者と

いう観点には，その初発から行動論の焼印が押され

ているわけである。

１１６）［１９８４e］３頁〔価値〕４頁。

１１７）［１９８４e］４頁〔価値〕５頁。

１１８）［１９８４e］９頁〔価値〕１２―１３頁。

１１９）［１９８４e］７頁〔価値〕１０頁。

１２０）［１９８４e］３―４頁〔価値〕４―５頁。

１２１）［１９８３e］６１頁〔価値〕１１３頁。

１２２）［１９８４e］７頁〔価値〕９―１０頁。

１２３）［１９８４e］７頁〔価値〕１０頁。

１２４）［１９８４e］４頁〔価値〕６頁。

１２５）［１９８４e］５頁〔価値〕７頁。

１２６）「復元力」については，以下の諸論稿を参照され

たい。［１９８３e］６１頁〔価値〕１１３頁，［１９８４e］４，６

―７頁〔価 値〕５―６，９―１０頁，［１９９９a］１２２―１２３頁

〔金諸〕３０６―３０８頁。

１２７）［１９８４e］７頁〔価値〕１０頁。

１２８）［１９８４e］８頁〔価値〕１０―１１頁。

１２９）［１９８４e］８頁〔価値〕１１頁。

１３０）［１９８４e］１０頁〔価値〕１３頁。

１３１）［１９８４e］１０―１１頁〔価値〕１４―１５頁。

１３２）［１９８４e］９頁〔価値〕１２頁。

１３３）商品所有者を想定することの意義については，以

下の諸論稿を参照されたい。［１９７７a］９１―９２頁〔資本〕

１１０―１１１頁，［１９８４c］７３頁〔商諸〕７頁，［１９８４e］３，７

―１１頁〔価 値〕４―５，１０―１５頁，［１９９９a］１２３―１２４頁

〔金諸〕３０７―３０８。

１３４）［１９７７a］９２頁〔資本〕１１１頁。

１３５）当事者・分析者という見方については，以下の諸

論稿を参照されたい。［１９８３e］４９頁〔価値〕８８頁，［１９８４

e］５―６頁〔価 値〕７―１０頁，［１９８４c］７４―７７頁〔商

諸〕９―１７頁，［１９８５a］１７，２５頁〔商 諸〕３８―３９，５７

頁，［原 論］７９，８１，１０６，１０８，１１０頁，［１９９３a］９３

頁〔価諸〕１３７頁，［１９９６b］６頁，［２０００d］３０頁〔類

諸〕１５７頁。

１３６）山口において市場機構論が二分法によって記述さ

れはじめたのは，［１９９６b］において，「私は時潮社の

『現代金融の理論』に「金融の原理的機構」を書いた

頃から，原理論の第一篇と第三篇は個別経済主体の

経済人的行動とその意図せざる社会的結果という二

分法で構成したいと考えるようになっていたが，こ

れに廣松の当事者・観察者という二分法を重ね合わ

せることによって，自分の考えていたことの意味が

明確になった」（６頁）と述べられていることに鑑み

ると，［１９７１a］がその端緒となる。ただし，［１９８４c］

において，［競争］の第３章第１節と第２節とがそれ

ぞれ二分法の振り分けに対応していると述べられて

いることからは（７６―７７頁〔商諸〕１５―１７頁），［１９６７a］

［１９６７b］においてすでに二分法による構成が試みら

れていたことがわかる。また，さらに遡れば，［１９６４

b］９６頁の注２９において，実質的にこの二分法と同様

の「原理論展開の二つの方法視角」が指摘されてい

る。つまるところ，本稿注１１５で示したように，［１９６１］

が社会的視点からでなく個別資本の観点を重視した

という点に，二分法的記述は端を発するものである

と考えられよう。

１３７）［１９８４c］７５頁〔商諸〕１２頁。

１３８）同上。

１３９）同上。

１４０）［原論］１７１頁。

１４１）「機構論」あるいは「機構論的観点」に関しては，

以下の諸論稿を参照されたい。［１９６１］１２５―１２６頁〔金

融〕５４―５５頁，［１９７０］４１４頁〔資本〕１９３頁，［１９７２a］

１２４頁，［１９７６a］５，６，１１，１６頁〔競争〕１０５，１０６，３１，５０

頁，［１９７７a］８８―９０頁〔資 本〕１０６―１０９頁，［１９７７c］

１２―１３，３７―４０頁〔資本〕８５―８６頁，［１９７９b］１３８頁，［１９８１］
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４５，４９頁〔類諸〕３０―３１頁，［１９８４b］１０―１１，１４―１６頁，

［１９８４c］７２頁〔商諸〕４―５頁，［１９８５a］２６頁〔商諸〕

６０―６１頁，［２００８a］２頁。

１４２）山口の諸論稿にあって，「機構論」という用語の

初出は，［１９７０］４１４頁〔資本〕１９３頁，「機構論的観

点」という用語の初出は，［１９７６a］６頁〔競争〕１０６

頁である。ただし「機構」という用語自体はこれら

の論稿以前からたびたび使用されており，実質的に

は［１９６１］にまでさかのぼることができる。そこで

は「利潤論から利子論への展開を資本制生産の形態

的完成の視点から，いわゆる資本の物神化の過程に

焦点をあわせて考察」するのではなく，「利子論の内

容を産業資本の現実的運動を媒介する機構としての

信用体系に限定して考察する」というように，「機構

論的観点」と，後述する「物神性論的観点」の区別

が明確になされている（１２５―１２６頁）。

なお付言しておくと，論稿［１９６１］では「信用創

造」論的視角にくわえ，流通過程の変動（１２９頁〔金

融〕５８―５９頁），個別資本の観点の重視（１３７―１３９頁〔金

融〕６５―６７頁――これについては［１９８８e］９７頁〔金

諸〕９３―９４頁参照），発券集中論の転回（１５６―１５８頁〔金

融〕８４―８５頁）などが早くも萌芽的に論じられている。

１４３）［１９８４b］１０頁。

１４４）［１９８４b］１０―１１頁。

１４５）［１９７７a］８８頁〔資本〕１０５頁。

１４６）［１９７６a］５頁〔競争〕１０５頁。

１４７）［１９７７c］１２―１３頁〔資本〕８６頁。

１４８）［１９７７a］８９頁〔資本〕１０７―１０８頁。

１４９）「物神性論的観点」と「本質規定」との関連は，［１９７７

a］８７頁〔資本〕１０２―１０４頁，［１９８１］４５頁を，「物神

性論的観点」と「資本一般説的観点」との関連は，［１９７７

b］１１―１２頁をそれぞれ参照されたい。

１５０）［１９７７c］３８頁。

１５１）［１９７７c］３７頁。

１５２）［競争］�頁。
１５３）［１９８１］４９頁。

１５４）［１９７７c］３９頁。

１５５）「分化論」「発生論」「分化・発生論」については，

以下の諸論稿を参照されたい。

「分化論・分化論的観点・分化論的方法・競争論的

分化論・分化論的機構論」については，［１９７６a］６―

８，１１，１３，１５，１７頁〔競 争〕１５―１７，２２，２７，４２―

４３，５２頁，［１９８０a］３３７―３３８，３４５頁〔金融〕２２―２４，３２

頁，［競 争］１８―１９，２８，３８頁，［１９８５a］２１―２３，２７頁

〔商諸〕４７―５２，６２頁，［１９９８a］１１６頁〔商諸〕１５１―１５２

頁，［１９９８b］３５頁〔商諸〕２０５頁。

「発生論・発生論的方法」については，［１９７６a］６

頁〔競争〕１６頁，［１９７６c］７７頁〔資本〕１３６頁，［１９８０］

８６―８８，３３７頁，［１９８１］２６―２８，４５―４６，４９頁〔資本〕

１８―２０頁〔類諸〕３１―３２頁，［１９８４e］２，５―６頁〔価

値〕３，７―８頁，［１９８５a］２２頁〔商 諸〕５１頁，［原

論］３２頁，［１９９６a］４８―５０頁〔価諸〕１８６―１８８頁，［１９９９

b］４頁〔金諸〕２４４頁，［２０００c］９２，９５―９７頁〔金諸〕

２１２，２１６―２１８頁，［２０００d］１５頁〔類諸〕１３８頁，［２００２

a］４７頁〔類諸〕１８５頁，［類諸］２２―２３，３２頁。

「分化・発生論」については，［金融］�―�頁，［１９８４
b］１５頁，［１９８４c］７５頁〔商 諸〕１１頁，［１９８５a］２１―

２２頁〔商諸〕４８，５１頁，［原論］１１，１７，２０６―２０７，２６６

頁，［１９９６a］５０頁〔価 諸〕１８７―１８８頁，［商 諸］４７頁，

［１９９９b］４頁〔金諸〕２４４―２４５頁，［２０００b］３０頁〔類

諸〕１０２頁，［２０００c］９２，９４，９６―９７頁〔金諸〕２１２，２１４，２１６

―２１８頁，［２０００d］１４頁〔類 諸〕１３７頁，［金 諸］�，
�頁，［２００２a］３０，３８―３９，４６―４７頁〔類諸〕１６４，１７４

―１７５，１８４―１８５頁，［類諸］２３，２６―２７，１０３，１４１頁，

［２００７b］７２頁。

１５６）ここで簡単に「分化論」ないし「発生論」という

用語が登場する，［１９７６a］以前の論稿についてふれ

ておこう。論稿［１９６４a］では，商業資本が商業利潤

を取得する方法に関して，『資本論』においては「「総

剰余価値」の「産業利潤」と「商業利潤」とへの量

的分割の単なる計算問題として形式的に処理」され，

また「従来の平均利潤論ないし生産価格論の前提を

修正する補論のごときものとして設定」されている

ために，商業資本の「分化独立の問題とは全く断絶

する方法で展開」しているという批判を行っている

（８２頁）。商業資本の分化独立との関連から商業利潤

の取得根拠を探っていることからは，はやくも分化・

発生論的方法の萌芽をみてとれよう。

論稿［１９６７a］では，「原理論が商業資本や銀行資

本を展開するさいに，産業資本の運動の内部からの

分化という展開の方法をとることの意義」として，

産業資本に対する「「外的独立性」ないし「内的依存

性」を理論的に明らかにし，「目にみえる単に現象的

な運動を内的な現実的運動に還元」している点にあ

る」ことが示される（１０頁〔競争〕２２２頁）。また信

用制度は，「産業資本が，その流通過程を促進する運

動において，その機能の分化として展開するもので

ある」，あるいは「銀行資本も，商業資本と同様に，
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流通形態としての産業資本の流通上の機能が分化独

立したもの」である――といった記述にみられるよ

うに，産業資本の「機能の分化」が，「分化」という

用語の意味する内容であることが確認できる（２３―２４

頁〔競争〕２３２―２３３頁）。

この他，［１９７６a］以前の論稿における「分化」に

ついては，以下の諸論稿を参照されたい。［１９６４a］

８０―８４，８７，８９―９０，９４―９６頁〔競 争〕１０９―１１０，１１２―

１１３，１１５，１２３，１３５頁，［１９６４b］９９頁〔競争〕１６９頁，

［１９６７a］３，７，１０―１２，１７―１８，２３―２４頁〔競 争〕

２１３，２１９，２２２，２２４，２２７―２２８，２３３頁，［１９６７b］

６，１２，２３，５１―５４頁〔競 争〕２５０，２５４，２６５，２９４―

２９６頁，［１９６８a］１３５頁，［１９７０］４２８頁〔資 本〕２１０頁，

［１９７３a］９０頁。

１５７）［１９７６a］６頁〔競争〕１５―１６頁。

１５８）［１９７６a］６―７頁〔競争〕１６頁。

１５９）［１９７６a］８頁〔競争〕２１頁。

１６０）［１９７６a］７頁〔競争〕１７頁。

１６１）［１９７６a］８頁〔競争〕２１―２２頁

１６２）「競争論的分化論の観点」という用語も［１９７６a］

では登場している（１５頁）。ただし，この論稿が収録

されている〔競争〕ではこの用語は削除されており，

「社会的総資本の内部に諸個別資本の競争関係を想定

してその機構を考察するという観点」に改められて

いる（４３頁）。

１６３）［１９７６c］７７頁〔資本〕１３６―１３７頁。

１６４）［１９７６c］７７頁。

１６５）［１９７６c］７７頁〔資本〕１３６頁。

１６６）宇野［１９５０・５２］７５―７６頁。

１６７）［１９７６c］８５―８６頁〔資本〕１５１頁。

１６８）［１９８０a］８７―８８頁〔資本〕３７―３８頁。

１６９）［１９８０a］８８頁〔資本〕３８頁。

１７０）［１９８０a］８８頁〔資本〕３９頁。

１７１）［１９８０a］３３７頁〔金融〕２３頁。

１７２）［１９８１］２７頁〔資本〕１９頁。

１７３）［１９８１］２７―２８頁〔資本〕１９―２０頁。

１７４）［１９８１］４６頁〔類諸〕３１頁。

１７５）［１９８１］ではこの他に，「『資本論』で発生論的論

理の展開が志向されている最も典型的な個所は第一

巻の価値形態論」であるという点，また「第三巻で

は商業資本論に発生論的に説いているところが部分

的にみられるが，きわめて不十分で徹底していない。

利子論になると，そのような方法は部分的にもみら

れない」という点が述べられている（２６―２７頁〔資本〕

１８頁）。

１７６）［１９８３b］１８頁。

１７７）［１９６７a］２４頁〔競争〕２３３頁。

１７８）［２０００c］９６頁〔金諸〕２１７頁。

１７９）［金融］�頁。
１８０）ただし「分化＝発生論」という用語自体は，山口

の記述と異なり「分化」と「発生」が「＝」で結ば

れているが，研究史上は小幡［１９８１］が先に使用し

ている。

１８１）［金融］�頁。
１８２）［金融］�頁。
１８３）論稿［１９８４b］では，宇野が分化・発生論的方法

によって信用制度論を展開したといっても，「その内

部における銀行資本や中央銀行については必ずしも

分化・発生論的展開になっているとはいえない」（１５

頁）としている。ここでも分化・発生論的方法が，

資本の系譜的な分化・発生を含意する可能性がある

ことを看取しうる。

１８４）［１９８４e］２頁〔価値〕３頁。

１８５）［１９８４e］４頁〔価値〕５頁。

１８６）［１９８４e］２頁〔価値〕３頁。

１８７）［金融］�頁。
１８８）［１９８４e］１８頁。

１８９）［原論］３２頁。

１９０）［原論］１１―１２頁。

１９１）［原論］２０７頁。

１９２）［原論］以降の諸論稿における「分化・発生論的

方法」についても簡潔にみておこう。

論稿［１９９６a］では，「私の関心は「扱いえないも

の」を排除することにあるのであり，この排除の基

準と排除の根拠を確定することにある」として，こ

のことと分化・発生論との関連が示唆されている（５０

頁〔価諸〕１８８頁）。

論稿［１９９８b］では，商業資本におけるいわゆる「押

し戻し」に言及しつつ，「商業資本の分化・独立は不

可逆的関係ではない」ことが明示されている（３４頁

〔商諸〕２０４頁）。このことは，分化・発生論的方法そ

れ自体が可逆的関係を含意するということと同義で

あるかどうかが問題になろう。

次に，論稿［１９９９b］では，分化・発生論が「認識

論」という側面から論じられている（４頁〔金諸〕

２４３―２４５頁）。すなわち，「同時決定的なヨコの関係と

してある存立構造を経済主体の行動によるタテの生

成の関係に組み替えて認識することによって，平面
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的関係を重層的な関係として，立体的に認識しよう

とするのは，人間の理性的認識欲求のひとつで，生

物学の発生論ないし進化論にも共通する欲求」であ

ることが述べられており，また，「非市場経済への市

場経済の導入といった実践的問題を考える場合」に

おいて，市場経済を構成する「諸要因の導入に順序

があるべきだとすれば，その順序はどのように考え

ればよいのか，という問題にとって，論理的分化発

生論はかなり有効な貢献をなしうる」うえに，「市場

経済社会の設計にとって，さらには，既成制度の変

容・進化の理論的な過程分析にとって，有用である」

ことが示されている（同上）。

つづいて，論稿［２０００b］においては，「私が考え

ている原理論の展開においても，たとえば，その分

化・発生論的論理の展開は，変容の動力なり過程な

りについてのある程度の示唆を与えることが出来る

面を持っている」としたうえで，「変容の動力なるも

の」は「いわば非市場との対抗関係の中で形成され

るもの」である（３０―３１頁〔類諸〕１０２頁），言い換え

ると，「「原論外的な要因」，ないし非市場的要因によっ

て多様性とその変容の動力が与えられる」としてい

る（３２頁）。

つづく論稿［２０００c］にあっては，「結果としてそ

うなるかもしれない」が，「私が考えている発生論」

は，「「低次なものからより高次な機構へ」と展開す

るということに主眼があるわけではない」としたう

えで，「主眼は，諸個別産業資本の利潤率をめぐる競

争の過程で，産業資本それ自体の内的諸契機が，た

とえば商業資本や銀行資本として，分化・独立して，

産業諸資本の利潤率の一層の増進に寄与する機構と

なるという点にある」ことが示されている（９５―９６頁

〔金諸〕２１６頁）。また「産業資本の内的契機としての

追加資本の調達要請が，流動資本については信用機

構を発生させ，固定資本については資本結合を発生

させる」という点に，あるいは「結合資本に対する

需要も供給も産業資本の内的契機の分化としての需

要と供給である」という点にもみられるように，「産

業資本の内的契機」というものが展開の動力として

論じられている（９６頁〔金諸〕２１７頁）。

次いで，［金諸］では，「原理論の中のいくつかの

問題における分化・発生論的展開方法の原型は，『資

本論』における貨幣生成論にある」（�頁）と，すで
にみた論稿［１９８１］と同様のことがくり返し述べら

れている。またここでは，分化・発生論が，諸市場

機構を「層次的構造体」として認識することに有効

な方法であり，「景気循環（ないしいわゆるバブルの

発生とその破裂）のメカニズム」の分析手法として

「同時連関分析的手法」を超えるものであることが主

張されている（�頁）。
また，論稿［２００２a］にあっては，「分化発生論的

に展開される市場機構は，市場経済的な経済主体の

行動から自生的に紡ぎ出されたもの」と見なされて

おり，したがって，国家をはじめとする「市場経済

の原則を阻害する面を持っている」ものは，「原理論

からは排除されるべきである」とされている（３８頁

〔類諸〕１７４―１７５頁）。また，「原理論の第２篇に位置

する生産論は，その前後の第１篇，第３篇が分化・

発生論的な方法で展開されるのに対して，集計的・

静態的な構造観察の場として展開される点で，展開

方法が異なる」ことが明示されている（３９頁〔類諸〕

１７５頁）。

さらに，［類諸］では，［２００２a］と同様，「発生論

的」ということが「自生的」ということと同義に使

われている（２２―２３頁）。くわえて，「労働組織や労働

市場の原理を競争論で分化・発生論的に構成できる

かどうかという問題」に対して，「それは無理ではな

いか」との考えを示している（１４１頁）。

最後に，論稿［２００７b］では，「分化＝発生論で問

題になるのは，資本の分化＝発生ではなく，機能の

分化＝発生」であることが明示されている（７２頁）。

なお，ここでは「分化」と「発生」が「＝」で結ば

れる表現になっているが，これはこの論稿が清水

［２００６］への書評であり，清水が「分化＝発生論」と

いう表記を採用しているためであろう。山口の諸論

稿において「分化＝発生」の表記がなされているの

はここが唯一の箇所である。

この他，［原論］以降の「分化・発生論的方法」に

ついては，以下の諸論稿を参照されたい。［１９９６a］

４８―５０頁〔価諸〕１８６―１８８頁，［１９９８a］１１６頁〔商諸〕

１５１―１５２頁，［１９９８b］３５頁〔商諸〕２０５頁，［商諸］４７

頁，［１９９９b］４頁〔金 諸〕２４４―２４５頁，［２０００b］３０―

３１頁〔類 諸〕１０２頁，［２０００c］９２，９４―９７頁〔金 諸〕

２１２，２１４―２１８頁，［２０００d］１４―１５頁〔類 諸〕１３７―１３８

頁，［金諸］�―�，�―�頁，［２００２a］３０，３８―３９，４６

―４７頁〔類諸〕１６４，１７４―１７５，１８４―１８５頁，［類諸］２２

―２３，２６―２７，３２，１０３，１４１頁，［２００７b］７２頁。

１９３）［１９８１］２８頁〔資本〕１９―２０頁。

１９４）［金融］�頁。
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１９５）宇野［１９５０・５２］参照。

１９６）［１９６８a］２３４―２３７頁，［１９７７b］２３４―２６８頁〔競争〕

第２章第５節。

１９７）宇野［１９５３a］２８２頁。

１９８）宇野［１９６４］２２７頁。

１９９）宇野編［１９５５］４３９頁。

２００）このことを商業資本論についてみておこう。信用

論を商業資本論に先行させる体系構成（以下，「信用

先行型」とよぶ）にあっては，第１に，商業資本は

なによりもまず資本家と直接の消費者との関係のも

とで，信用による節減をさらに推し進めるものとし

て規定されている。このように小売商として商業資

本が描き出されていることの最大の要因は，やはり

信用先行型の体系構成自体に求められよう。不生産

的な遊休貨幣資本の存在が信用関係の基礎として強

調されることからわかるように，信用論を先行させ

た場合，商業信用ならびに銀行信用は再生産過程に

携わる個別産業資本間に限られた関係としてひとま

ず理解されるため，その裏側として産業資本に販売

しえない産業資本，つまり直接の消費者を相手にす

るゆえに信用を利用しえない産業資本の存在が信用

制度に残る問題としてとりわけ前面にあらわれてく

る。このことから商業資本の役割も，このように信

用制度に還元しえないその独自性を発揮しうる場と

して描かれた小売部面での活動にこそ求められるこ

とになるのである。要するに，信用論を先行させる

ことでまず信用を利用しえない部面が明らかにされ，

次にその空白の部面に商業資本の信用制度に対する

存在意義が求められるという運びになっているため，

商業資本がなによりも小売商として規定されること

になっているのである（宇野［１９５０・５２］４９６頁，同

編［１９５５］４３９頁，大内［１９８１・８２］下６８９―６９０，６９４

―６９５頁，日高［１９８３］２３５頁参照）。

これに対して，本文において後述する商業資本論

を信用論に先行させる山口の体系構成（以下，「商業

先行型」とよぶ）にあっては，商業資本の第１規定

が小売商かあるいは卸売商かということに関しては

実質的に不問となっている（［原論］２０９頁）。商業資

本論を先行させた場合，信用先行型のように商業資

本が独自の役割を発揮すべき信用が締結されない部

面がとくにクローズアップされることもないうえ，

販売相手が資本であろうと直接の消費者であろうと

流通過程の不確定性による制約は市場機構論の端緒

において全ての個別産業資本に存在するという点に

鑑みると，小売商のみが，あるいは卸売商のみが個

別産業資本によって要請されるという構図にはなり

ようもない。それゆえ商業先行型は，小売商と卸売

商を等しく商業資本の原理像として通用させるので

ある。

第２に，「近代的信用制度は商業資本によってもま

た十分に利用される」（宇野［１９５０・５２］５０２頁）と

いう規定を挙げることができる。信用先行型におけ

る商業資本は，信用論の展開を前提としたうえでそ

の諸規定を与えられる構造をもつため，その活動の

あり方ないし性格も「自己資本を仕入れに用いない」

（日高［１９７２］７８頁），あるいは「原則として仕入れ

は手形でおこなわれる」（大内［１９８１・８２］下６９４頁）

というように，当初から信用制度に依拠するものと

して取り扱われている（宇野［１９６２］２９６頁，大内［１９７８］

９２，２１８―２１９頁，日高［１９８３］２３５―２３６頁参照）。この

ような信用買いを原則とする商業資本像は，ひとま

ず以下の３点で，信用先行型における理論的な積極

性・重要性をもつことを示すものと考えられる。

（１）信用によって仕入れを行うという点をもって，

自己資本で仕入れを行う商人資本との区別を明確に

したという点が挙げられる（日高［１９７２］７８頁，同

［１９８３］２３５―２３６頁，大内［１９８１・８２］下６９３―６９４頁参

照）。これは産業資本の流通過程を専門的に担当する

かどうかという点で商業資本（近代的商業資本）と

商人資本（前期的商業資本）との区別を設けた宇野

による規定にさらなる条件を追加するものであって，

これは両者の区別をいわば強化するものであるとい

える。また，この信用買いか否かによる両者の区別

に対応して，銀行資本と金貸資本との区別にも同様

に，自己資本を貸し付けるか否かという条件の追加

が行われている（宇野［１９５０・５２］４７３頁，同編［１９６８

b］３６４頁，日 高［１９６６］２６頁，同［１９７２］７８頁，大

内［１９８１・８２］下６８０頁）。

こうした商業資本と商人資本との，あるいは銀行

資本と金貸資本との区別の強化は，一方で「資本形

式論」における商人資本的形式ないし金貸資本的形

式に商人資本ないし金貸資本の歴史的性格が残存す

る限り，第１篇「流通論」における資本諸形式と第

３篇「分配論」における諸資本とを引き離す理解を

促すものであったといえるが，他方，「資本形式論」

における歴史性を脱色し論理性による染色を遂行し

ようとしたという限りにおいては，「資本形式論」の

商人資本・金貸資本に対する意義が改めて問われる

利子論から市場機構論への転回
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必要がでてきたのであって，この点からすると，第

１篇における「資本形式論」と第３篇の「利子論な

いし市場機構論」との対応関係，つまり商人資本的

形式・金貸資本的形式と商業資本・銀行資本との関

連性を探究する回路をひらくものであったとも考え

ることができる。信用先行型においても「資本形式

論」はすでに歴史性を排除する方向へと舵を切って

いたのであるが，その作業に没頭せざるをえなかっ

たためであろうか，「資本形式論」と「利子論ないし

市場機構論」との関連が直接的に扱われることは少

なかったように思われる。

（２）商業資本が，産業資本における「商品販売に

ともなう流通費用の独立集中」（日高［１９８３］２３４頁）

したものである点が明らかにされている（大内

［１９８１・８２］下６９８頁参照）。商業先行型の『資本論』

にあっては，商業資本は産業資本の商品資本ないし

流通資本が転化・独立したものとして規定されてい

るが（K., �, S．２７８―２７９），これは信用先行型の論者

に言わせれば「商業資本の仕入資金の扱い方を誤っ

たところに発した誤解」にすぎず，つまるところ「信

用が商業資本よりあとで説かれる形になっているこ

とに由来するもの」であるとされる（大内［１９８１・

８２］下６９９頁）。つまり，信用先行型のように，商業

資本は「商品仕入れのために自己資本を投下しない」

ものと規定するのであれば，それは「流通費用の独

立したものであっても，流通資本の独立したものと

はいえない」ことになるうえ（日高［１９７２］７６頁），

さらに商業資本の「独立の意味」を「販売の促進と

いう一点」にかかるものと捉えることから（同上書

７８頁），商業資本として独立する流通費用部分の「中

心をなすものは純粋な流通費用としての販売費」（日

高［１９８３］２３４頁）であることが明示されている。

このような商業資本の見方は，産業資本のもとで

は資本となしえない流通費用が商業資本のもとでは

じめて資本化するとした宇野の規定を，徹底して純

化したものであるといってよい。そしてまた，商業

資本をその自己資本にまで立ち入って把握すること

に対応して，銀行資本の把握に至ってもその自己資

本の規定にまで及ぶ詳細な検討がなされている。商

業先行型の論者が，「誰」が商業資本ないし銀行資本

になるのかを問題にするのに対して（［原論］２２４―２２６

頁，菅原［２０１２］第３篇第２章第１・２節），信用先

行型の論者が，「何」が商業資本ないし銀行資本の自

己資本をなすのかを問題にしていたという点は注目

に値するものと考えられる。

（３）物神性論的観点に基づく展開において，商業

資本による信用買いは，その展開の一つの要となる

商業資本における利潤の利子と企業利潤とへの分割

を論じるうえでの必須の規定をなしている。このこ

とは商業資本が信用ではなく現金貨幣をもって仕入

れるものと仮定すればわかりやすい。V円で仕入れ

W円で売れれば，商業利潤は，W－V＝X円からその

間の流通費用支出 Y円をひいた X－Y＝Z円となるが，

信用買いではないため，Z円から利子を控除する必

要はなく，したがって，仕入れに投じられた自己資

本部分が資本として利子を生むと観念されることに

もならない。これでは商業資本において利潤が利子

と企業利潤とへ分割されるといった規定を行うこと

は不可能となろう。つまり，商業資本による信用買

いないし貸付資本の利用は，分割される商業利潤に

おける利子部分に量的規定性を与えるものであると

同時に，商業資本に貸付資本に準ずる一面があるこ

とを示すことによって商品の買入れに投じられた自

己資本部分も資本としては利子を生むのだという観

念を商業資本家に生起させるのであって，こうした

点から商業資本のもとでの利潤分割の規定を下支え

するものであり，ひいては物神性論的観点に基礎を

おく展開を推し進める動力であったということがで

きよう。

２０１）［１９７９b］１３８頁〔資本〕２２４頁。

２０２）機構論の体系構成に関しては，以下の諸論稿を参

照されたい。［１９６１］１２５―１２６頁〔金融〕５４―５５頁，［１９６４

a］８０―８２頁〔競争〕１０８―１０９，１１１―１１２，１１４頁，［１９６４

b］９４―９８，１０５頁〔競争〕１５７―１５９，１６２，１６５，１８０頁，

［１９６７a］３，１０，１３，１６―１８，３１―３４頁〔競 争〕２１３―

２１４，２２２，２２４―２２５，２２７―２２８，２４１―２４４頁，［１９６７b］

４，１１―１２，１６，２３，４８―４９，５２―５４，５６頁〔競争〕２４７，２５３

―２５４，２５９，２６５，２９１，２９５―２９７頁，［１９６８a］２３４―

２３７，３２４，３２７―３２８頁，［１９７０］４２４頁〔資 本〕２０５頁，

［１９７３a］９３頁，［１９７４b］２２７頁〔金融〕１６８―１６９頁，［１９７６

d］２０９―２１０頁，［１９７７b］１７，２３６―２４１頁〔競争〕１８０―

１８４頁，［１９７９b］１３７―１３８頁，［競争］２１３―２１４，３０３頁，

［１９８４c］７６―７７頁〔商 諸〕１４―１６頁，［１９８５a］２５―２７頁

〔商諸〕５８―６２頁，［原論］２６７頁，［１９９８b］１８―１９頁〔商

諸〕１８８頁，［商諸］�頁，［２０００c］９５―９７頁〔金諸〕

２１６―２１８頁，［２００１b］６６―６８頁〔類諸〕７０―７１頁，［２００３

g］２２頁，［類諸］２２―２３，２７頁，［２０１３a］１４０，１５０頁，

［２０１３b］６６頁。
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２０３）［１９６４a］９１頁〔競争〕１２７頁。

２０４）［１９６４a］９６頁〔競争〕１４２頁。

２０５）［１９６４a］９７頁〔競争〕１４４頁。

２０６）［１９８５a］１６―１７頁〔商諸〕３７頁。

２０７）［１９６７a］３４頁〔競争〕２４４頁。

２０８）［１９８４c］７７頁〔商諸〕１７頁。

２０９）［１９６７b］５４頁〔競争〕２９６頁。

２１０）［１９６７b］５６頁〔競争〕２９７頁。

２１１）［１９８４c］７７頁〔商諸〕１７頁。

２１２）［１９８４c］８５頁〔商諸〕３３頁。

２１３）［１９６１］１３４頁〔金融〕６２頁。

２１４）商業資本論から信用論への展開こそが論理的に是

であるとする主張の根本的論拠が，「先取り」をコア

とする独自の「信用創造」規定にあるということを

明確にしておくため，市場機構論の体系構成に関す

る山口の記述を順に辿っておこう。

はじめに，論稿［１９６１］では，「利潤論につづく利

子論」が，産業資本における固定資本の使用価値的

な「制約の処理の仕方そのものを明らかにし，直接

には行われえない資本移動の現実的な機構を展開せ

んとするものである」ことが示されている（１２５頁〔金

融〕５５頁）。この点については，［１９６４b］９６頁，およ

び［１９８４c］７７頁〔商諸〕１６―１７頁において述べられ

ているように，鈴木編［１９６２］３４６頁，宇野［１９６４］

２２８頁においては未だ不明瞭な形でしか示されてはい

なかった。この点を明瞭にせんとする山口の視角は，

後に述べるように，体系構成の論拠としての２つの

基準のうちの一つ，資本家社会的意義という基準を

設けることに繋がっていく。またこの論稿では，本

稿注１４２においてすでに示したように，物神性論的観

点からではなく機構論的観点から利子論を再構成し

ようとする姿勢がはっきりと打ち出されており，こ

のことは商業資本論と信用論を「機構」という視点

から把握・比較しうる素地をつくったという点で，

体系順序を問題にする際の前提作業であったと捉え

返すことができよう。

次に，論稿［１９６４a］においては，「商業資本を原

理的に解明するということ」，つまり「具体的な諸要

因が錯綜する現実的な運動過程の内部に商業資本の

基本的な意義をいわば機構的に，立体的に位置づけ

ることは，原理論の展開においては，構成上の位置

を確定するということによってのみ果たされる」と

いうことが明示されている（８０頁〔競争〕１０８―１０９頁）。

また，宇野にあっては「構成上の位置からいっても，

商業資本が資本家的生産の現実的な蓄積過程にもつ

実質的な意義の解明が消極化するという難点が残る

ことになっている」との批判もなされている（８２頁

〔競争〕１１４頁）。これらの点からは，山口が体系構成

のあり方を如何に重視していたかがみてとれよう。

また続稿の［１９６４b］にあっては，「商業資本にせ

よ，銀行資本にせよ，その原理的規定は，それが産

業資本の運動にたいしてもつその独自的な機能を基

準にして明らかにされなければならない」という立

場から，「流通上の諸費用の節約という機能の面」の

比較によって体系構成の順序を探る宇野における機

能論的観点を，形態論的観点に対して高く評価して

いる（９４―９５頁〔競争〕１５７―１５９頁）。また機能論的観

点といっても，そこには，「資本移動の現実的な媒介

機構ないし一般的利潤率の形成の現実的な機構的条

件としての機能上の比較によって商業資本と銀行資

本の体系構成上の前後関係を検討するという視点」

と，「流通上の諸費用の節約機構としての機能上の比

較によって検討する視点」という，「原理論展開の方

法視角の点で，微妙なニユアンスの相違がある」２

つの視点の存在が指摘されている（９６頁）。この２つ

の視点については本稿注１３６でもふれたが，これを明

確に区別したことが，体系構成の論拠を２つの基準

から規定するという視角に直結することとなる。

つづく論稿［１９６７a］では，「商業資本と銀行資本

の体系構成上の前後関係の問題は，一方が産業資本

の内部であるのにたいして他方は外部にあるという

のではなく，いずれも同じく内部的存在としてあり

ながら，産業資本にたいしてもつその相対的独立性

の意義と限度に相違のある点を，篇別構成によって

あきらかにするものとして重要な理論的意義を有す

る」ことが述べられている（１０頁〔競争〕２２２頁）。

この点から，「商業資本は産業資本の流通過程とくに

商品資本の貨幣資本への転化W´―G´をそのまま集中

代位，分担して促進するのにたいして，銀行資本の

方は産業資本のいわばより展開した機能を集中代位，

分担して促進するものともいえる」（１３頁〔競争〕２２４

頁）という記述をはじめとして，「流通期間の短縮，

回転の促進，剰余価値生産の増進という機能の具体

的内容を対比してみたばあいにも，銀行資本のそれ

の方が，より展開した，いわば間接的な形態をとお

しておこなわれている」（１７―１８頁〔競争〕２２７―２２８頁）

という記述，さらには「商業資本を，産業資本の販

売過程一般を代位するものとして信用制度ないし銀

利子論から市場機構論への転回

63



行資本と対比するとすれば，前者の機能はむしろ産

業資本の販売のいわば直接的な促進であるのにたい

して，後者のそれは産業資本の販売のいわばより展

開した，より高度な形態の促進であるともいえる」（３４

頁〔競争〕２４４頁）という記述にもみられるように，

産業資本の立場からして，銀行資本は商業資本に比

して「より展開した」あるいは「より高度な」機構

であることが示されている。そして，この「より展

開した」あるいは「より高度な」と規定することの

根拠が，次の記述にみられるように，「先取り」とい

う視点なのである。すなわち，「要するに，商業資本

と信用制度ないし銀行資本による「流通費用」の節

約にはどのような「意味の相違」があったかといえ

ば，前者は，「直接の消費者」にたいし現実に販売を

促進することを通して剰余価値の生産の増進に寄与

しているのにたいして，後者はこの販売の促進をい

わば先取りすることを通して剰余価値の生産の増進

に寄与している」（３３頁〔競争〕２４２頁）。

前稿が，商業資本と銀行資本ないし信用制度の個

別産業資本にとっての役割という視角から論じられ

ていたのに対して，続稿である［１９６７b］においては，

それらの機構の意図せざる社会的な役割，とりわけ

利潤率の均等化に対して果たす役割という視角から

論じられる。すなわち，「商業資本による利潤率の均

等化の促進」は，利潤率が「有利な部門の流通上の

諸費用の節約代位を中心にしたいわば部分的かつ間

接的な促進にすぎないもの」であり，「信用制度の機

能に比べてみた場合，間接的である点は同じである

にしても，利潤率均等化の機構としての意義はきわ

めて消極的なものにすぎない」（１１頁〔競争〕２５４頁）。

このことは，商業資本が利潤率均等化の「機構とし

てなお限度のあることを示すものであり，それは，

同じく利潤率の均等化を媒介する意義をもつものと

しての信用制度ないし銀行資本にたいする商業資本

の理論的位置を示すもの」であるとされている（１２

頁〔競争〕２５４頁）。言い換えると，商業資本は利潤

率が低下しつつある「部門の商品を必ずしも積極的

に選択するものではなく，利潤率の水準の低さに応

じてその取扱いにたいする選好は次第に消極化し，

利潤率がある水準以下に低下している部門にとって

は，その分化独立による独自的な機能の意義はすっ

かり消滅してしまうような関係にある」のに対して，

「信用制度は，預金とそれを基礎にした銀行信用に

よってこの部門の貨幣取扱費用を節約しつつ，この

部門の遊休貨幣資本の過少供給部門への流用を媒介

し，社会的資本配分の調整の促進をはたすと同時に，

そのことを根拠にした利子配分がこの部門の過剰供

給の行きすぎを抑制するいわば下支えの機能をはた

すという，独自の機構的役割を展開」するのであっ

て，この点が「商業資本との一つの決定的相違であ

る」と同時に，信用制度が「商業資本の機能上の限

界を止揚しつつ，さらに一歩進んだ機構を展開する」

という体系構成の視角の一つの根拠となっているの

である（５２―５４頁〔競争〕２９４―２９６頁）。

この点については，論稿［１９７３a］においても同様

にくり返される。すなわち，「商業資本による流通代

位は利潤率が比較的低位にある産業資本にとっては

必ずしも積極的な機構上の役割をはたすものとはい

えないが，産業資本は，このような商業資本機構を

展開するだけでなく，信用による商品流通関係を展

開することによって，利潤率のいっそうの増進をは

かることができる」（９３頁）という記述がそれである。

またこの論稿は，山口が「総過程論」をはじめて体

系立てて論じたものであるが，ここでは明確に「競

争の機構」と題して，商業資本論の次に信用制度論，

そして資本結合論と展開する体系構成が提示されて

いる（８８―１００頁）。［原論］で全面的に開示される山

口市場機構論の枠組みは，この論稿の時点で事実上

完成しているといっても間違いではないであろう。

この論稿とは異なり，［１９７６d］では宇野説に則り，

商業資本論が信用論・景気循環論の後ろにおかれて

いるのであるが，これは疑いなく共著ゆえであって

とくに問題ではない。ここでは次の文章についてみ

ておこう。

「資本の流通過程の問題の処理のしかたを比べてみ

たばあい，商業資本自体には，信用関係のように将

来を先取りすることによって現在の貨幣による流通

を止揚するといった問題はまったく存在しない。し

たがって，また，産業資本の利潤率の増進とそれに

よる資本の社会的配分の調整という点からみても，

商業資本が産業資本の運動をいわば量的に増幅する

にすぎないのにたいし，信用は質的に新たな機構を

展開することによって積極的な役割を果たしている

とも考えられる。そして，これらの点から商業資本

の方が信用制度より前に位置づけられるべき機構で

あるという主張も成り立ちうるわけである」（２１０頁）。

ここでは２つの点に注目しておきたい。ひとつは，

信用による「先取り」がとくに重要視されている点
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である。この点については，［１９６７a］と同様の視角

が維持されている。またひとつは，個別産業資本の

立場から述べられた前者の規定によって，資本家社

会的立場からの規定である後者が，演繹的に導出さ

れている点である。［競争］における，諸市場機構は

「個々の諸資本にたいして果たす役割を通して，その

意図せざる結果としてではあるが，社会的資本配分

の調整と一般的利潤率の形成を補足，促進するとい

う社会的役割を果たすものともなっている」（２１３頁）

という記述からも，この点は明らかである。体系構

成の論拠とされる上記の２つの基準は，したがって，

実質的には単一の基準，信用関係における「先取り」

がコアとしてあることが理解されよう。

次に，論稿［１９８３b］では，これまでの産業資本を

起点に諸市場機構を捉える視角とは，若干異なる角

度からの考察がなされている。すなわち，商業資本

ならびに銀行資本は「分化独立して，産業資本の利

潤率増進活動を効率化する機構を組織するものとな

る。金融機構は商業機構とともにこのような効率化

機構の一つなのであり，しかも金融機構は商業機構

の効率化機構としても機能するのであるが，以下で

は金融機構の産業資本のそれとしてその基本原理を

考察することにする」（１８頁）という記述がそれであ

る。ここでは，金融機構と商業機構が産業資本にとっ

ての効率化機構であるということにくわえ，金融機

構が商業機構にとっての効率化機構であることが示

されている。言い換えると，産業資本の立場から両

機構をそれとの関連において捉える視点と，両機構

を直接対峙させ，両者間での関連においてとらえる

視点とが提出されているものと考えられる。

この短い記述には，以下の３点が含意されている

といえるのではないか。第１に，「より展開した」あ

るいは「より高度な」ということが，また「商業資

本の機能上の限界を止揚」するということが，あく

まで産業資本の視点からの金融機構の把握であった

のに対して，ここでは産業資本の立場を介さない商

業機構と金融機構との関連把握の必要性が追加的に

示唆されている。つまり，機構の考察のためには，

うえの２つの視点のいずれかが重視されるのではな

く，両視点ともに不可欠であるということを含意し

ている。第２に，体系構成上の順序の問題は，産業

資本からの視点を入れずに，また「先取り」という

ことの有無とは別に，金融機構が商業機構を効率化

するという点からもその前後関係の論拠を与えるこ

とができるということが示されている。第３に，商

業資本と銀行資本というのではなく，それらが「組

織」する「商業機構」と「金融機構」との対比・関

連を探る視角が示されている。しかし，この論稿は

金融の専門書に執筆されたものであるため，残念な

がら引用文の「以下では…」とあるように，金融機

構は産業資本との関連でのみ諸規定を与えられてい

る。

次いで，論稿［１９８４c］においては，本文でも引用

して示したように，体系構成の究極の論拠が，信用

の「先取り」という点にあることが明示される。す

なわち，「信用関係は将来の先取りという点でより高

度な流通関係を展開する」のであり，「個別資本にとっ

ての意義の対比によっても商業資本の方が先行的で

ある」（７７頁〔商諸〕１７頁）。そして，「利潤率の均等

化の過程における機構的役割の相違は個別産業資本

の蓄積にとっての実質的な機能の相違に規定されて

いる」（同上），言い換えると「両機構の個別的当事

者にとっての機能的役割の意義と限界が，蓄積にとっ

ての役割の相違を通してではあるが，それらの社会

的役割の意義と限界をほぼ直接的に規定している」

（７６頁〔商諸〕１４頁）。これらの記述から，体系構成

の論拠には個別的と社会的の２つの基準があるので

はなく，事実上は個別的基準がコアであり，その内

容は信用のもつ「将来の先取り」という機能である

ことは明白である。商業資本論を信用論に先行させ

るという山口市場機構論における新たな体系構成を

可能にしたのは，山口に独自の「信用創造」規定で

あるという見方は，この論稿に至ってその正当性を

主張できるであろう。

最後に，論稿［１９８５a］では，「個々の産業資本の

利潤率増進行動にとっての制約を解除ないし緩和す

る組織・機構の展開は，個別産業資本の行動を追跡，

模写するものとして，いわばもっとも原初的なもの

からより高度なものへと展開されるべき」であり，

それは，「ある組織・機構は産業資本の利潤率増進行

動にたいしてどのような寄与をなし，どのようなこ

とについては寄与しえないのか，それに比して他の

組織・機構は何をなすことができるか，できないこ

とは何か，またそのような個別産業諸資本にとって

の機能は資本主義的生産の原理の貫徹にとってそれ

ぞれどのような意味をもっているか，という観点か

らの展開であるといいかえることのできるものであ

る」ことが示されている（２７頁〔商諸〕６１頁）。

利子論から市場機構論への転回

65



ここでも「もっとも原初的なものからより高度な

ものへ」とすることの基準が，あくまで「産業資本

の利潤率増進活動にとって」であることが強調され

ている。諸機構は産業資本との関連性でもって，間

接的に他の諸機構と関連づけられるのみであり，

［１９８３b］で僅かに垣間みえた，産業資本を介さず直

接的に諸機構間の関連を探る観点はここでは沈黙し

ている。しかしこの代わりに，商業資本ないし銀行

資本が「組織」する「商業機構」と「金融機構」と

述べられていたものに新たな照明があてられている。

すなわち，ここでは「組織・機構」との並列的な表

記がなされている。「組織」という用語は，たとえば，

「市場諸機構とそれらをそれぞれ専門的に組織する独

立の資本」（［１９７７b］１７頁），「商業資本とそれによっ

て組織される商品市場，あるいは信用制度ないし銀

行資本とそれによって組織される貨幣市場」（［競争］

２１３頁），「商業資本，銀行資本として分化独立して，

産業資本の利潤率増進活動を効率化する機構を組織

する」（［１９８３b１８頁］）というような使われ方であっ

たが，［金融］からは「市場機構ないし市場組織」（�
頁）というように組織と機構を並列させる表記があ

らわれている（この他に，［１９８４c］７３頁〔商諸〕８

頁，［１９８４e］５頁〔価値〕７頁，［１９８５a］１９，２２，２７

頁〔商諸〕４３，５０，６１頁）。このことは，「市場機構

論」の「市場組織論」への換言を，さらには「機構

論的観点」の「組織論的観点」への換言を事実上承

認するものとみてよいのではないか。この推察が許

されるのであれば，「機構論」の精緻化は「組織論」

としての精緻化をも要請するものと考えられるので

はないだろうか。市場組織論の試みについては，さ

くら原論研究会編［２０１９］，柴崎［２０２１］を参照され

たい。

２１５）［１９６７a］３４頁〔競争〕２４４頁。

２１６）「マルクスのように使用価値的特殊性によって確

定的な平均的流通期間を想定するのは，流通をいわ

ば生産に擬制し，生産過程化してとらえる観点といっ

てよい。いいかえれば生産と流通とは，価値ないし

剰余価値を形成するかしないか，という点だけで区

別されることになる」（［１９７６b］２４頁〔競争〕１００頁）。

「部門内における個々の資本の競争」によって，「あ

る産業部門の流通費用は自ら平均化の傾向をもたざ

るをえない」（森下［１９６０］１８７頁）。

２１７）「資本が流通過程にあるということ自身が，資本

にとって不生産的なる費用」（宇野［１９５０・５２］１６４

頁）。

「生産過程にある生産手段と労働力とが生産資本と

して価値増殖をなすのに対して，商品，貨幣の形態

をとる資本は単に流通過程にあって，その形態転化

をなすにすぎないものとして，これを流通資本とし

て区別する」（同上書１４６頁）。

「流通過程にある流通資本として形式的な変態をお

こなう流通資本」（鈴木編［１９６２］１６７頁）。

「生産資本のほうは，生産的機能をつうじて価値増殖

をするが，貨幣・商品資本はただ流通をつうじて形

態転換をするだけであって価値増殖はしない。後二

者をとくに流
�

通
�

資
�

本
�

Zirkulationskapital : capital of

circulationとして生産資本と区別するのもそのためで

あり，資本としてはそのできる限りの節約が…，と

くに重要になってくるのである」（大内［１９８１・８２］

上３２３頁）。

２１８）産業資本のもとにおいて純粋な流通費用は「決し

て資本として流通し，資本として回収されるもので

はない。それは剰余価値から差引かれるものに過ぎ

ない」（宇野［１９５０・５２］２６７頁）。

２１９）［原論］にあっては，流通の不確定性に対処する

ために必須となる「準備」という用語が他の複数の

用語によって表されている。管見の限りで列挙すれ

ば，「貨幣資本の準備」「準備貨幣資本」「変動準備」

「遊休貨幣資本」「準備資本」「流通資本」である。こ

のうち，「流通期間中の生産過程を維持するために必

要であった流通資本部分」（２０９頁）をなす貨幣資本

は，再生産の観点からは「生産ないし流通を準備す

る資本」であり，これは「準備貨幣資本」とよばれ

ている（１８７頁）。この「準備貨幣資本」という語は

「流通期間の変動にそなえた準備貨幣資本」（２０９頁）

というように「変動準備」を意味するのにくわえ，「貨

幣資本の準備」あるいは「遊休貨幣資本」をも表す

用語になっている（１７９，１８１，１８３頁）。そして「準

備資本」という用語が最も包括的な語として用いら

れているようではあるが（１８３，２０８頁），これも「変

動準備」と使い分けられているかは定かではない（１８１

頁）。つまり，「流通資本のうちの貨幣資本」＝「準

備貨幣資本」＝「変動準備」＝「貨幣資本の準備」

＝「遊休貨幣資本」というような用語の使われ方が

なされていると考えられるのである。

このことは単に用語の使い方の問題というよりも，

おそらくは山口が準備の過不足の間において一時的

な「内部融通」（１８３頁）がなされると規定している
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ことに関係していよう。山口にあっては，不確定的

変動をくり返す流通過程に対処するための準備は，

過不足をくり返しつつもその過不足の間で相互に流

用されつつ効率化を図られるものであって，流通過

程の不確定性を反映して準備の内容も簡単に切り分

けられるものとは見做されていない。山口における

準備の内部融通に関しては，［原論］１８３―１８４頁，［１９８８

a］２４―２５頁〔金諸〕１１―１２頁を参照されたい。

このことに関連するが，流通の特殊性を不生産性

ではなく不確定性におき，なおかつ複数種の貨幣資

本間での内部融通の存在を想定すると，個別産業資

本が抱える貨幣資本は「遊休貨幣資本」とよぶより

も「準備貨幣資本」とよぶ方がより適切であるとは

いえないか。「準備貨幣資本」とよぶかどうかは別に

しても，流通過程を不生産的過程として捉える場合，

本文でもふれたように，個別産業資本が保有する貨

幣資本には不確定的変動に備えた「準備」であると

いう意味合いは薄く，価値形成に寄与せず「遊休」

しているという側面が強く表れるのであるが，これ

に対し流通を不確定性に特徴づけられる局面として

捉える場合，「遊休」貨幣資本は流通変動の緩衝材と

しての「準備」貨幣資本として意識的に保有される

ことになる。ここに内部融通を考えると，保有する

複数種の貨幣資本は，すべて準備としての機能を兼

ね備えることになる。

もっとも，たとえば予想流通期間を３週間と見積

もった個別産業資本においては，その間，生産過程

を一定に維持できるだけの貨幣資本以上の貨幣資本

の余分は「準備」として意識的に保有されたのでは

なく，図らずも「遊休」してしまっていると考えら

れるかもしれないが，実際の流通期間が予想流通期

間とは無関係にゼロから無限大の間を不確定的に変

動するものであることに照らし合わせると，「遊休」

する貨幣資本にも不確定性の圧力によって「準備」

の機能が強制的に付加されざるを得ない。流通過程

の不確定性を前にして，貨幣資本に「遊休」する余

裕など無いのではなかろうか。

ただし付言しておくと，山口も「準備」と「遊休」

との語感の差異を意識してか，貨幣資本は「必要に

応じて実際に出動するまでの間」は「準備として機

能しているのであるから，文字通りの遊休ではない

が，……実際に出動するまでの間は他に転用しうる

ものとしてあるという意味を含めて，これらを遊休

貨幣資本と呼ぶことにする」との断りを述べている

（［原論］１８１頁）。

２２０）流通過程の不確定性の定義に関しては，［原論］

において次のように示されている。「流通過程の不確

定性というのは，商品の売買価格と流通期間の変動

の不確定性，すなわち，購買価格ないし購買期間と

販売価格ないし販売期間の変動の不確定性のことで

ある」（１７８頁）。みられるように，ここでは第１に，

流通期間と売買価格（市場価格――［１９９４b］１２頁〔価

諸〕１６３頁）とに不確定性があるということ，また第

２に，購買と販売の両過程に不確定性があるという

ことが示されている。

前者についてみておくと，山口自身は「流通期間

の不確定的な変動と商品価格の不確定的な変動の両

方をひとしなみに流通過程に特有な不確定性と捉え

ている」（［１９９８b］５頁〔商諸〕１７５頁）ようである

が，これとは異なる見解がこれまでに述べられてい

ないわけではない。［１９７６a］にあっては，「流通上の

諸資本の特殊性を規定しているものは流通過程の，

とりわけその期間の不確定性であると考えられる。

この不確定性のゆえにある使用価値の一定量を売買

するのに必要な流通上の資材，労力の量はかならず

しも技術的に確定されえないものとなる」（１２頁〔競

争〕３０頁）とあるように，売買価格に比して流通期

間の変動が，流通上の諸資本を考察する際にとりわ

け重視されているようである。しかし，この論稿以

外にこうした明瞭な見解がみられないことからする

と，やはり流通過程の不確定性の基本線は，流通期

間と売買価格が同程度に不確定的であるという点に

あることになろうか。

なお付言しておくと，販売にどれだけの期間がか

かるか，販売はいくらの価格をもって行われるのか

という不確定性にくわえ，実質的には，いつ行うの

かという売買の時期の不確定性についても同様に流

通過程の不確定性のうちにくわえられているようで

ある（［１９９４b］１３頁〔価諸〕１６３頁）。

２２１）「産業資本の価値増殖にとって流通過程が制約に

なるのは，産業資本がその運動の中に生産過程をもっ

ているからであって，流通過程一般が資本の価値増

殖にとって制約要因となるわけではない」（［１９８６a］

８２頁〔商諸〕６９頁）。

２２２）「不確定であるということは，額なり時間なりに

客観的基準がないということであって，したがって，

現在の個別的な額なり時間なりを現在よりもできる

限り節約ないし短縮したいという一般的要請動機は

利子論から市場機構論への転回

67



あるといえるかもしれないが，どれだけ節約ないし

短縮すれば節約ないし短縮したといえるのかという

基準もないし，節約ないし短縮の客観的手段も定か

でない。したがって，流通費用なり流通期間なりを

それ自体として節約ないし短縮の積極的な対象にす

ることが，ある場合には不確定性の解除に比べて特

別に「前面に出てくる」というような関係にあるも

のと捉えることはできない。それらは確定化を追求

される過程で，確定化行動の結果として節約ないし

短縮されることがありうるという関係にあるものと

考えられる」（［１９９８b］３１頁〔商諸〕２０１頁）。

２２３）［１９７７b］２４１頁〔競争〕１８４頁。
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究�――商品・貨幣・資本』筑摩書房．
１９６７d 「第三部 ゼミナール」，宇野弘蔵編『資本論研

究�――剰余価値・蓄積』筑摩書房．
１９６７e 「第三部 ゼミナール」，宇野弘蔵編『資本論研

究�――資本の流通過程』筑摩書房．
１９６８a 「第一部 解説」，「第二部 問題点」，「第三部

ゼミナール」，宇野弘蔵編『資本論研究�
――生産価格・利潤』筑摩書房．

１９６８b 「異端と通説と正統」，宇野弘蔵編『資本論研究

�――生産価格・利潤』月報 No．４，筑摩

書房．

１９６８c 「第三部 ゼミナール」，宇野弘蔵編『資本論研

究�――剰余価値・蓄積』筑摩書房．
１９６８d 「信用恐慌論の方法」，鈴木鴻一郎編『マルクス

経済学の研究』上，東京大学出版会．

１９６８e 「商業資本の研究」博士学位論文（東京大学）．

１９６９a 「書評 岡橋保編『金融論体系』」『金融財政事

情』金融財政事情研究会，第９３９号．

１９６９b 「書評 櫻井毅『生産価格の理論』」『日本読書

新聞』日本出版協会，第１５０１号，１９６９年

６月２３日．

１９７０ 「「それ自身に利子を生むものとしての資本」の

問題点」，武田隆夫・遠藤湘吉・大内力編

『資本論と帝国主義論』上，東京大学出版

会．

１９７１a 「金融の原理的機構」，小野英祐・春田素夫・志

村嘉一・山口重克・玉野井昌夫著『現代

金融の理論』時潮社．

１９７１b 「書評 後藤泰二『株式会社の経済理論』」『日

本読書新聞』日本出版協会，第１５８３号，１９７１

年２月１５日．

１９７２a 「第１編第２章�『資本論』第三巻」，「第１編
第３章『資本論』の諸問題」，鈴木鴻一郎

編『マルクス経済学講義』青林書院新社．

１９７２b 「労働生産過程と価値の実体規定」，清水正徳・

海原凛・岩田弘・山口重克・桜井毅・鎌

倉孝夫・大内秀明・降旗節雄・山口勇著

『宇野弘蔵をどうとらえるか』芳賀書店．

１９７３a 「第４章 総過程論」『NHK大学講座 経済学

資本論と現代』日本放送協会．

１９７３b 「書評 伊藤誠『信用と恐慌』」『日本読書新聞』

日本出版協会，第１７１３号，１９７３年７月９

日．

１９７４a 「解説」『宇野弘蔵著作集 第四巻』岩波書店．

１９７４b 「産業循環」，鈴木鴻一郎編『セミナー経済学教

室１ マルクス経済学』日本評論社．

１９７５a 「書評 鎌倉孝夫『経済学方法論序説』」『経済

学論集』東京大学経済学会，第４０巻第４

号．

１９７５b 「宇野弘蔵と『資本論』」『現代思想』青土社，

第３巻第１３号（１２月臨時増刊号）．

１９７６a 「商業資本論と競争論（１）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第４１巻第４号．

１９７６b 「商業資本論と競争論（２）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第４２巻第３号．

１９７６c 「第�章 貨幣・資本」，大内秀明・桜井毅・山

口重克編『資本論研究入門』東京大学出

版会．

１９７６d 「７ 信用と恐慌」，大内秀明・鎌倉孝夫編『経

済原論』有斐閣．

１９７７a 「経済学における自立の論理と完結性」『思想』

岩波書店，第６３８号．

１９７７b 「１ 第三巻「資本主義的生産の総過程」の対

象と課題――第三巻と第一巻・第二巻と

の関係」，「１６ 商業資本の自立化――商

業資本の本質と機能」，「１７ 商業利潤と

流通費用――流通過程の資本の独自性」，

佐藤金三郎・岡崎栄松・降旗節雄・山口

重克編『資本論を学ぶ�』有斐閣．
１９７７c 「宇野理論の成果と今後の課題 第一部＝原理

論」『経済学批判 臨時増刊』社会評論社，

宇野弘蔵追悼号．
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１９７８a 「発券の集中と独占――川合一郎教授の発券集

中論の検討」，日高普・大谷瑞郎・斎藤

仁・戸原四郎編『マルクス経済学――理

論と実証』東京大学出版会．

１９７８b 「流通と価値」，大内秀明・桜井毅・山口重克編

『マルクス経済学の現状と展望』東洋経済

新報社．

１９７９a 「第一篇第三章 資本」，「第二篇第一章 資本

の生産過程」，桜井毅・浜田好通・春田素

夫・山口重克・永谷清・河西勝著『経済

原論』世界書院．

１９７９b 「原理論の課題と方法」『経済学批判』社会評論

社，第６号．

１９７９c 「信用制度」，「利子（�）」，「擬制資本」，「貸付
資本」，小泉明・川口弘・伊達邦春・加藤

寛編『現代経済学事典』青林書院新社．

１９８０a 「第�部第１章 『資本論の方法』」，「第�部第
３章 利子論」，桜井毅・山口重克・侘美

光彦・伊藤誠編『経済学�――資本主義
経済の基礎理論』有斐閣．

１９８０b 「『資本論』と晩年のマルクス」『世界の名著

５４』（マルクス・エンゲルス�）付録７４，
中央公論社．

１９８０c 「競争」，「過剰生産」，「商業資本」，「貨幣取引

資本」，「株式会社」，「高利資本」『現代マ

ルクス＝レーニン主義事典』上，社会思

想社．

１９８１ 「第一章 戦後日本の『資本論』研究と宇野理

論」，佐伯尚美・侘美光彦・石川経夫編『マ

ルクス経済学の現代的課題』東京大学出

版会．

１９８２ 「歴史と経済学――宇野弘蔵の歴史観の一考察」

『現代の解読』児童文学を研究する会，創

刊号．

１９８３a 『競争と商業資本』岩波書店．

１９８３b 「金融機構の原理」，志村嘉一・山口重克・小野

英祐・佐々木隆雄・春田素夫著『現代金

融の理論と構造』東洋経済新報社．

１９８３c 「科学的社会主義とは何か」『経済評論』日本評

論社，復刊第３２巻第８号．

１９８３d 『資本論の読み方――宇野弘蔵に学ぶ』有斐閣．

１９８３e 「冒頭商品の価値の規定について」『経済学論集』

東京大学経済学会，第４９巻第３号．

１９８４a 『金融機構の理論』東京大学出版会．

１９８４b 「利子論の課題」，伊藤誠・桜井毅・山口重克編

『利子論の新展開』社会評論社．

１９８４c 「商業資本論の諸問題」『経済学論集』東京大学

経済学会，第５０巻第２号．

１９８４d 「第１章 報告� コメント４」，「第１章 報

告� 報告をめぐる討論（要約）」，根岸

隆・山口重克編『二つの経済学 対立か

ら対話へ』東京大学出版会．

１９８４e 「経済的諸関係と行動主体」『経済評論』日本評

論社，復刊第３３巻第１０号．

１９８４f 「経済原則と経済法則」『現代の解読』現代の解

読社，第２号．

１９８４g 「いわゆる「方法の模写」について」，山口重克・

平林千牧編『マルクス経済学・方法と理

論』時潮社．

１９８５a 「商業資本論の諸問題（２）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５０巻第４号．

１９８５b 『経済原論講義』東京大学出版会．

１９８６a 「商業資本論の諸問題（３）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５２巻第２号．

１９８６b 「価値の概念と社会的必要労働」『経済学論集』

東京大学経済学会，第５２巻第３号．

１９８６c 「思想の言葉」『思想』岩波書店，第７４８号．

１９８７a 「書評 馬場宏二著『富裕化と金融資本』」『社

会科学研究』東京大学社会科学研究所，

第３８巻第５号．

１９８７b 「商業資本論の諸問題（４）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５３巻第２号．

１９８７c 「労働価値論の射程」『現代の解読』現代の解読

社，第３号．

１９８７d 「商業資本論の諸問題（５）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５３巻第３号．

１９８７e 『価値論の射程』東京大学出版会．

１９８８a 「商業信用論の諸問題（１）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５３巻第４号．

１９８８b 「商業信用論の諸問題（２）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５４巻第１号．

１９８８c 「経済原論のすすめ」『UP』東京大学出版会，

通巻１８６号．

１９８８d 「商業信用論の諸問題（３）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５４巻第２号．

１９８８e 「商業信用論の諸問題（４）」『経済学論集』東京

大学経済学会，第５４巻第３号．

１９９０a 「流通費用といわゆる価値形成について――新
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田滋氏の批評に答える」『コンセプト・ノ

ワール』CN編集局，第２号．

１９９０b 「価値概念の広義化をめぐって」『経済理論学会

年報』青木書店，第２７集．

１９９１a 「価値概念について――降旗氏の批評に答える」

『月刊 状況と主体』谷沢書房，第１８４号．

１９９１b 「価値概念の広義化再論――降旗節雄氏の反論

に答える」『月刊 状況と主体』谷沢書房，

第１８７号．

１９９２a 「経済学のいわゆる危機について」『国士舘大学

新聞』学校法人国士舘，第３３２号，１９９２年

１月２７日．

１９９２b 「段階論の理論的必然性――原理論におけるい

くつかのブラック・ボックス」，「はしが

き」，山口重克編『市場システムの理論――

市場と非市場』御茶の水書房．

１９９２c 『経済学・人間・社会』時潮社．

１９９３a 「日本のマルクス経済学の理論（とりわけ方法

論）の現段階」『経済学論集』東京大学経

済学会，第５９巻第１号．

１９９３b 「私と「原理論」「段階論」」『経済評論』日本評

論社，復刊第４２巻第５号．

１９９３c 「書評 岩井克人著『貨幣論』」『エコノミスト』

毎日新聞社，第７１巻第２５号（通巻３０６９

号），１９９３年６月８日．

１９９４a 「序論 市場経済と経済学」，「第�編第２章
商業の時代」，山口重克編『市場経済――

歴史・思想・現在』名古屋大学出版会．

１９９４b 「流通研究の基本問題 経済理論の立場から」

『流通』日本流通学会，第７号．

１９９５a 「書評 廣松渉の価値・貨幣論と宇野経済学

――『物象化論と経済学批判』（廣松渉コ

レクション第四巻）」『思想』岩波書店，第

８５２号．

１９９５b 「抽象的人間労働と価値法則」『情況』情況出版，

第２期第６巻第７号．

１９９６a 「純粋資本主義論の方法」『国士舘大学政経論叢』

国士舘大学政経学会，通巻第９７巻．

１９９６b 「廣松とのこと」『廣松渉著作集 第十二巻』月

報４，岩波書店．

１９９６c 『価値論・方法論の諸問題』御茶の水書房．

１９９７a 「中小企業の論じ方」『中小商工業研究』中小商

工業研究所，第５０号．

１９９７b 「企業と市場の諸問題と中国」，山口重克編『ア

ジアにおける工業化の諸問題――中国と

インドネシアの繊維産業の調査を通して』

国士舘大学政経学会．

１９９８a 「商業利潤論の方法――松尾秀雄の批評に答え

る」『東京経大学会誌――経済学』東京経

済大学経済学会，第２０７号．

１９９８b 「商業資本の分化・独立の論理――福田豊の問

題提起とその検討」『国士舘大学政経論叢』

国士舘大学政経学会，通巻第１０５号．

１９９８c 『商業資本論の諸問題』御茶の水書房．

１９９８d 「市場経済は本来合成的な混合経済なのである」

『現代の解読』現代の解読社，第５号．

１９９９a 「貨幣生成論にたいする批判の検討」『国士舘大

学政経論叢』国士舘大学政経学会，通巻

１０９号．

１９９９b 「近年の商品貨幣説批判の批判」『フジ・ビジネ

ス・レビュー』富士短期大学，通巻１８号．

１９９９c 「純粋資本主義における信用創造」『国士舘大学

政経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１１０

号．

２０００a 「不換制下の信用創造」『国士舘大学政経論叢』

国士舘大学政経学会，通巻１１１号．

２０００b 「中間理論としての類型論」『国士舘大学政経論

叢』国士舘大学政経学会，通巻１１２号．

２０００c 「純粋資本主義論における資本結合」『国士舘大

学政経論叢』国士舘大学政経学会，通巻

１１３号．

２０００d 「中間理論としての類型論（２）」『国士舘大学政

経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１１４号．

２０００e 『金融機構の理論の諸問題』御茶の水書房．

２００１a 「序章 金融論の体系と方法」，「第１章 金融

システムの原理」，山口重克・小野英祐・

吉田暁・佐々木隆雄・春田素夫著『現代

の金融システム――理論と構造』東洋経

済新報社」．

２００１b 「外的諸条件の構造化と類型論の方法」『国士舘

大学政経論叢』国士舘大学政経学会，通

巻１１５号．

２００１c 「華人経済論 序説」，国士舘大学政経学会編『２１

世紀の展望――政治・行政，経済，経営』

国士舘大学政経学会．

２００１d 「華人ネットワーク論 序説」『国士舘大学政経

論叢』国士舘大学政経学会，通巻１１６―７

号．

利子論から市場機構論への転回

71



２００２a 「分析用具としての原理論とその限界」『国士舘

大学政経論叢』国士舘大学政経学会，通

巻１１９号．

２００２b 「『七つの資本主義』を読む（１）」『国士舘大学政

経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１２０号．

２００２c 「『七つの資本主義』を読む（２）」『国士舘大学政

経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１２１号．

２００３a 「『七つの資本主義』を読む（３）」『国士舘大学政

経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１２３号．

２００３b 「『七つの資本主義』を読む（４）」『国士舘大学政

経論叢』国士舘大学政経学会，通巻１２４号．

２００３c 「『七つの資本主義』を読む（５・完）」『国士舘

大学政経論叢』国士舘大学政経学会，通

巻１２５号．

２００３d 「華人ネットワーク」，山口重克編著『東アジア

市場経済――多様性と可能性』御茶の水

書房．

２００３e 「現代社会と現代流通――分析視角・分析方法」

『流通』日本流通学会，第１６号．

２００３f 「経済学の現状および将来（上）」『情況 第三

期：変革のための総合誌』情況出版，第

４巻第１０号．

２００３g 「経済学の現状および将来（下）」『情況 第三

期：変革のための総合誌』情況出版，第

４巻第１１号．

２００４a 「アメリカ型経営の特徴とメリット・ディメ

リット」『学士会会報』学士会，８４５号．

２００４b 「銀行信用論ノート」『アソシエ２１ ニューズレ

ター』アソシエ２１，第６５号．

２００４c 「書評 村上和光著『景気循環論の構成』」『季

刊 経済理論』経済理論学会，第４１巻第

２号．

２００４d 「多様な資本主義――段階論と類型論（１）」『情

況 第三期：変革のための総合誌』情況

出版，第５巻第７号．

２００４e 「多様な資本主義――段階論と類型論（２）」『情

況 第三期：変革のための総合誌』情況

出版，第５巻第９号．

２００４f 「多様な資本主義――段階論と類型論（３）」『情

況 第三期：変革のための総合誌』情況

出版，第５巻第１１号．

２００５a 「ITの進展による経済と社会の変容」，山口重

克・福田豊・佐久間英俊編『ITによる流

通変容の理論と現状』御茶の水書房．

２００５b 「資本主義市場経済の比較文化論的類型論」『情

況 第三期：変革のための総合誌』情況

出版，第６巻第５号．

２００６a 『類型論の諸問題』御茶の水書房．

２００６b 「「企業統治」と「所有と経営の分離」」『アソシ

エ２１ ニューズレター』アソシエ２１，第

８８号．

２００６c 「電子マネーの貨幣論的考察」，木立真直・辰馬

信男編著『流通の理論・歴史・現状分析』

中央大学出版部．

２００６d 「市場経済の多様性」（北京人民大学での国際シ

ンポ用ペーパーの日本文）『現実経済論の

諸問題』所収．

２００６e 「中国とアメリカナイゼーション」『情況 第三

期：変革のための総合誌』情況出版，第

７巻第６号．

２００７a 「社会主義市場経済の定義」『アソシエ２１ ニュ

ーズレター』アソシエ２１，第９６号．

２００７b 「書評 清水真志著『商業資本論の射程 商業

資本論の展開と市場機構論』」『経済学論

集』東京大学経済学会，第７３巻第１号．

２００８a 「宇野没後３０年研究集会での議論に思う」『宇野

理論を現代にどう活かすか』Newsletter，

第１期第４号．

２００８b 「書評 宇野弘蔵著『『資本論』と私』」『週刊読

書人』読書人，第２７２８号，２００８年３月７

日．

２００８c 「宇野理論と制度派経済学」『アソシエ２１ ニュ

ーズレター』アソシエ２１，第１１９号．

２００８d 『現実経済論の諸問題』御茶の水書房．

２０１０a 「小幡道昭の宇野理論批判」，桜井毅・山口重

克・柴垣和夫・伊藤誠編著『宇野理論の

現在と論点――マルクス経済学の展開』

社会評論社．

２０１０b 「宇野弘蔵の「過渡期」説について」『宇野理論

を現代にどう活かすか』Newsletter，第２

期第２号．

２０１１ 「マルクス経済学の市場経済観と現代の市場経

済」，菅原陽心編著『中国社会主義市場経

済の現在――中国における市場経済化の

進展に関する理論的実証的分析』御茶の

水書房．

２０１２ 「「マルクス経済学の市場経済観と現代の市場経

済」解説」『宇野理論を現代にどう活かす
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か』Newsletter，第２期第７号．

２０１３a 「現代市場経済分析と『資本論』」『情況 第四

期：変革のための総合誌』情況出版，第

２巻第３号．

２０１３b 「資本主義の不純化と多様化――小幡道昭の批

評に答える」『季刊 経済理論』経済理論

学会，第５０巻第２号．

２０１４ 「マルクス恐慌理論の全体像と今日的有効性」

『季刊 経済理論』経済理論学会，第５１巻

第３号．

２０１７ 「資本主義の歴史的・地域的類型の変容とグロ

ーバリゼーションからローカリゼーショ

ンへの循環的交替」『宇野理論を現代にど

う活かすか』Newsletter，第２期第１８号．

利子論から市場機構論への転回
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